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令和３年第４回（９月）みなかみ町議会定例会会議録第１号 

令和３年９月７日（火曜日） 

─────────────────────────────────────── 

議事日程 第１号 

   令和３年９月７日（火曜日）午前９時開議 

 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  会期の決定 

日程第 ３  議長諸報告 

日程第 ４  請願・陳情文書表 

日程第 ５  発議第 ２号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意  

              見書の提出について 

日程第 ６  選挙第 １号 みなかみ町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

日程第 ７  報告第１４号 令和２年度決算の基づく健全化判断比率・資金不足比率について  

日程第 ８  報告第１５号 株式会社猿ヶ京温泉夢未来の経営状況の報告について 

       報告第１６号 株式会社水の故郷の経営状況の報告について  

       報告第１７号 株式会社月夜野振興公社の経営状況の報告について  

日程第 ９  承認第 ６号 損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告について 

日程第１０  諮問第 ４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて  

日程第１１  議案第３７号 令和３年度消防ポンプ自動車購入契約の締結について  

       議案第３８号 令和３年度消防小型動力ポンプ付積載車購入契約の締結について  

日程第１２  議案第３９号 令和２年度（繰越）みなかみ町立月夜野中学校屋内運動場（柔剣道場）  

              天井等改修工事請負契約の締結について  

日程第１３  議案第４０号 令和２年度（繰越）みなかみ町中央公民館エレベーター設置工事請負  

              契約の締結について 

日程第１４  議案第４１号 令和２年度道路メンテナンス補助事業町道粟沢西線藤原湖大橋橋梁補  

              修工事請負変更契約の締結について  

       議案第４２号 令和３年度道路メンテナンス補助事業町道藤原粟沢線藤原湖大橋橋梁  

              補修工事請負変更契約の締結について  

日程第１５  議案第４３号 令和３年度町道悪戸矢瀬線道路防護網設置工事の建設工事請負契約の  

              締結について 

       議案第４４号 令和３年度社会資本整備総合交付金事業町道悪戸矢瀬線道路改良工事  

              の建設工事請負契約の締結について  

日程第１６  議案第４５号 みなかみ町過疎地域持続的発展計画の策定について  

日程第１７  議案第４６号 みなかみ町過疎対策のための町税（固定資産税）の課税の特例に関す 

              る条例の制定について 



R3-4（9.7）第 1号 

－2－ 

日程第１８  議案第４７号 みなかみ町立保育園条例を廃止する条例について  

日程第１９  議案第４８号 みなかみ町農産物直売所条例を廃止する条例について  

日程第２０  議案第４９号 町道路線認定について 

日程第２１  認定第 １号 令和２年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定について  

       認定第 ２号 令和２年度みなかみ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい  

              て 

       認定第 ３号 令和２年度みなかみ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ  

              いて 

       認定第 ４号 令和２年度みなかみ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について  

       認定第 ５号 令和２年度みなかみ町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について  

       認定第 ６号 令和２年度みなかみ町水道事業会計決算認定について  

日程第２２  議案第５０号 令和３年度みなかみ町一般会計補正予算（第３号）について 

       議案第５１号 令和３年度みなかみ町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい 

              て 

       議案第５２号 令和３年度みなかみ町水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第２３  一般質問 

    ◇ 窪田金嘉 君 ・・・ １．一般質問３年間を検証その１  

    ◇ 鈴木美香 君 ・・・ １．不要な看板撤去費補助で、町の景観を守り、活性化を  

                 ２．街灯の増設で安心できる町づくりを  

                 ３．町境にユネスコエコパークのＰＲ看板で意識の向上を  

─────────────────────────────────────── 

 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１７人） 

       １番 牧 田 直 己 君         ２番 茂 木 法 志 君 

       ３番 鈴 木 美 香 君         ４番 阿 部   清 君 

       ５番 髙 橋 視 朗 君         ６番 窪 田 金 嘉 君 

       ７番 本 多 公 保 君         ８番 髙 橋 久美子 君 

       ９番 森   健 治 君        １０番 鈴 木 初 夫 君 

      １１番 石 坂   武 君        １２番 中 島 信 義 君 

      １３番 阿 部 賢 一 君        １４番 髙 橋 市 郎 君 

      １５番 久 保 秀 雄 君        １６番 小 野 章 一 君 

      １７番 山 田 庄 一 君 

 

欠席議員      な  し 

 

会議録署名議員 

       ８番 髙 橋 久美子 君        １１番 石 坂   武 君 

 

─────────────────────────────────────── 

 

職務のため議場に出席した事務職員の職氏名  

議会事務局長 桑 原 孝 治 書 記 泉   雪 江 

書 記 山 田 直 樹   

 

─────────────────────────────────────── 

 

説明のため出席した者 

町 長 鬼 頭 春 二 君 副 町 長 宮 崎 育 雄 君 

教 育 長 田 村 義 和 君 会 計 課 長 原 澤 右 文 君 

総 務 課 長 杉 木 隆 司 君 総合戦略課長 林   市 治 君 

税 務 課 長 佐 藤 富士夫 君 町民福祉課長  中 島 修 一 君 

子育て健康課長 上 村 真 弓 君 生活水道課長 金 子 喜一郎 君 

農 林 課 長  原 澤 真治郎 君 観光商工課長 高 野 明 夫 君 

地域整備課長 林     昇 君 学校教育課長 高 橋 康 之 君 

生涯学習課長 河 合 博 市 君 水 上 支 所 長 木 村 伸 介 君 

新 治 支 所 長 原 澤 達 也 君 代表監査委員  澁 谷 正 誼 君 
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開  会 

          午前９時 開会  

 

議 長（山田庄一君） おはようございます。 

      本日、議員各位におかれましては、諸般にわたりご多忙のところ定刻までにご参集いた

だきまして誠にありがとうございます。  

      本日の会議につきましては、新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、発言時を

含め、常時マスクの着用をお願いいたします。なお、アクリル板設置場所に限りマスクを

外しての発言を認めます。 

      ただいまの出席議員は１７名で定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。  

      これより令和３年第４回９月みなかみ町議会定例会を開会いたします。  

 

町長挨拶  

 

議 長（山田庄一君） 本定例会に際し、町長より挨拶の申出がありましたので、これを許可いたし

ます。 

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 皆さん、おはようございます。  

      議長のお許しをいただきましたので、開会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

      ９月定例議会を招集したところ、議員各位におかれましてはご参集を賜り、厚く感謝を

申し上げます。 

      また、今定例会には令和２年度決算認定が審議されることから、澁谷代表監査委員にご

出席をいただいております。大変ありがとうございます。  

      ９月に入り、朝晩は過ごしやすい季節になり、稲穂も黄金色に輝き、リンゴは色づき始

め、秋のみなかみらしい田園風景が見られる時期となりました。  

      さて、新型コロナウイルス感染症については、８月２０日から群馬県にも緊急事態宣言

が発令され、新規感染者数が高数値を続けております。そのような状況下ですが、小・中

学校の夏休みも終わり、８月２０日から２学期が始まりました。全国的にも子供たちへの

感染が増加をしております。デルタ株が主流となり、感染予防の徹底に努めなければなり

ません。 

      町のワクチン接種は、９月５日現在で１回目の接種率が８２ .９％、２回目の接種率が

７７％となっております。６５歳以上の高齢者と比較すると、６４歳以下の若い人の接種

率は低い傾向にあります。２回接種の有効性は９０％以上とされておりますので、引き続

き多くの町民の皆さんに接種をお願いいたします。ワクチン接種にご尽力いただいており

ます医療関係者をはじめ、ご協力いただいた皆さんに感謝を申し上げます。 

      次に、町内の観光入り込み客数ですが、新型コロナウイルス感染症拡大前の令和元年３

６３万人に対して令和２年は２２３万人で、前年対比６１％減少しております。今年の１
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月から６月までの見込みでは１００万３,０００人で、令和元年同時期と比較すると５１.

３％、マイナス４８.７％と大きく落ち込んでおります。観光消費額も同様に、マイナス

５６.３％と大きな影響が出ております。町民の皆さんには外出の自粛要請、事業者には

時短要請などをお願いしております。一日も早い収束に向けて、引き続きご協力をお願い

いたします。 

      また、これから台風のシーズンを迎えますが、被害をもたらすような豪雨、暴風雨など

が心配をされます。日頃から避難所、避難経路の確認、用水路の見回りなど気に留めて、

災害に備えていただきたいと思います。  

      さて、今議会に提案いたします案件は、報告が４件、承認１件、諮問１件、条例３件、

その他１０件、認定６件、補正予算３件であります。後ほど説明をさせていただきますの

で、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げ、開会の挨拶といたします。

──────────────────────────────────────────── 

 

開  議  

 

議 長（山田庄一君） これより本日の会議を開きます。  

      本日の会議は、お手元に配付いたしました議事日程第１号のとおりであります。  

      議事日程第１号により、議事を進めます。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。  

      会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において指名いたします。  

        ８番  髙 橋 久美子  君 

       １１番  石 坂   武  君   を指名いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２ 会期の決定  

 

議 長（山田庄一君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。  

      本定例会の会期につきましては、議会運営委員会にも諮りまして、本日９月７日より、

９月１７日までの１１日間としたい考え方であります。 

      これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、本定例会の会期は、本日９月７日より９月１７日までの１１日間と決定いたし

ました。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

日程第３ 議長諸報告  

 

議 長（山田庄一君） 日程第３、議長諸報告を行います。  

      これより議会閉会中の主な事項について報告いたします。  

      新型コロナウイルスの感染拡大防止等のため、多くの行事が中止や延期となりました。  

      このような中で、７月４日には谷川岳山開きが開催され、出席いたしました。  

      ７月８日には、２０２１年原水爆禁止国民平和大行進及び核兵器廃絶運動が行われ、参

加いたしました。 

      ７月１２日には、定例利根郡議長会及び利根沼田広域市町村圏振興整備組合定例議員協

議会が開催され、２０日には利根沼田広域市町村圏振興整備組合議会定例会及び利根沼田

学校組合議会議員協議会が開催され、出席いたしました。  

      ７月２７日には、利根沼田地区の高等学校の在り方に関する懇談会が開催され、出席い

たしました。 

      ７月２９日には、２０２１年非核平和行進群馬県実行委員会より、核も戦争もない平和

な２１世紀を築くための要請を受けました。  

      ８月４日には、民生委員児童委員協議会総会が開催され、１１日には、上毛高原駅駅名

変更に関する準備会が開催され、出席いたしました。 

      ８月２３日には、利根地方総合開発協会理事代表幹事合同会議、定例利根郡議長会及び

利根沼田学校組合議会定例会が開催され、出席いたしました。  

      その他日程は、議会事務局で閲覧くださるようお願いいたします。  

      以上をもちまして議長諸報告といたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第４ 請願・陳情文書表  

 

議 長（山田庄一君） 日程第４、請願・陳情文書表を議題といたします。  

      今期定例会における請願・陳情は、お手元に配付いたしました文書表のとおりでありま

す。 

──────────────────────────────────────────── 

〔巻末 参考資料〕  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） 以上、文書表のとおり所管の委員会に付託いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第５ 発議第２号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の  
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           提出について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第５、発議第２号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源

の充実を求める意見書の提出についてを議題といたします。  

      中島信義君より提案理由の説明を求めます。  

      中島信義君。 

（１２番 中島信義君登壇） 

１２番（中島信義君） それでは、発議第２号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源

の充実を求める意見書の提出についてを提案させていただきます。  

      発議第２号についてご説明を申し上げます。  

      新型コロナウイルスの感染拡大は、変異株の猛威も加わり、我が国の各方面に甚大な経

済的、社会的影響を及ぼしており、国民生活への不安が続いております。コロナ禍で、地

方財政は来年度においても巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面しています。  

      このような状況において、地域の実情に応じた行政サービスを持続的に提供していくた

めには、一般財源総額の確保・充実を強く国に求めていくことが不可欠であります。  

      このため、令和４年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、地方税財源の充実を求め

る意見書の提出を行うものであります。議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げ

まして、提案理由の説明とさせていただきます。  

      なお、この提案に対しての賛成者は茂木議員、鈴木美香議員、阿部清議員、この中でた

だいま中島が提案説明をさせていただきました。よろしくお願いいたします。  

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      発議第２号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて発議第２号の質疑を終結いたします。  

      お諮りいたします。 

      発議第２号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書

の提出については、所管の常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、発議第２号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求め

る意見書の提出については、所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第６ 選挙第１号 みなかみ町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第６、選挙第１号、みなかみ町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙に

ついてを議題といたします。 
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      お諮りいたします。 

      選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって指名推選にしたい

と思いますが、ご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。  

      お諮りいたします。 

      指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議長が指名することに決定いたしました。  

      選挙管理委員には、みなかみ町月夜野２８７５番地髙橋一幸君、みなかみ町谷川２７３

番地田村吉廣君、みなかみ町下牧５３５番地髙橋孝一君、みなかみ町須川１番地本多剛君

を指名いたします。 

      お諮りいたします。 

      ただいま議長が指名いたしました髙橋一幸君、田村吉廣君、髙橋孝一君、本多剛君を当

選人と定めることにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      したがって、ただいま指名しました髙橋一幸君、田村吉廣君、髙橋孝一君、本多剛君が

選挙管理委員に当選されました。  

      次に、選挙管理委員補充員には、みなかみ町鹿野沢１５７番地１三池義守君、みなかみ

町月夜野甲５４３番地髙橋和秀君、みなかみ町下津１９７番地山岸正幸君、みなかみ町新

巻１４２８番地片野清明君を指名いたします。 

      お諮りいたします。 

      ただいま議長が指名しました三池義守君、髙橋和秀君、山岸正幸君、片野清明君を選挙

管理委員補充員の当選人と定めることにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      したがって、ただいま指名しました三池義守君、髙橋和秀君、山岸正幸君、片野清明君

が選挙管理委員補充員に当選されました。  

      次に、補充員の補充の順序についてお諮りいたします。  

      補充の順序は、ただいま議長が指名しました順序にしたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      したがって、補充の順序はただいま議長が指名しました順序に決定いたしました。  
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      ただいま当選されました選挙管理委員及び補充員に対しましては、会議規則第３３条第

２項の規定により、議長より告知いたします。  

─────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） 暫時休憩いたします。 

      休憩前に引き続き会議を再開いたします。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第７ 報告第１４号 令和２年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第７、報告第１４号、令和２年度決算に基づく健全化判断比率・資金不

足比率についてを議題といたします。 

      町長より、報告の説明を求めます。  

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 令和２年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について報告申し

上げます。 

      地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、監査委員の意見書をつけて報告する

ものです。 

      健全化判断比率は、実質赤字比率から将来負担比率までの４つの指標から成っており、

いずれかが早期健全化基準以上の場合には財政健全化計画を定めなければなりません。  

      令和２年度決算に基づく町の健全化判断比率につきましては、いずれも基準を下回る数

値となっております。 

      次に、４つの指標について順次説明いたします。  

      実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、赤字ではないため数値が計上され

ません。 

      実質公債費比率につきましては、１１.５％で早期健全化基準の２５.０％を下回ってお

ります。 

      将来負担比率につきましては、将来負担が見込まれる額よりもその額に充当が可能な財

源のほうが大きく、算定値がマイナスとなるため数値が計上されません。  

      続いて、公営企業会計に係る資金不足比率について報告いたします。  

      資金不足比率は、公営企業における資金不足額の事業規模に対する割合で、経営健全化

基準の２０.０％を超える場合には経営健全化計画を定めることとなります。令和２年度

決算に基づく町の資金不足比率は、水道事業会計及び下水道事業特別会計のいずれも資金

不足ではないため、数値が計上されません。  

      以上で健全化判断比率及び資金不足比率の報告とさせていただきます。  

議 長（山田庄一君） 以上で報告第１４号、令和２年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比

率についての報告を終わります。  

──────────────────────────────────────────── 
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日程第８ 報告第１５号 株式会社猿ヶ京温泉夢未来の経営状況の報告について  

     報告第１６号 株式会社水の故郷の経営状況の報告について  

     報告第１７号 株式会社月夜野振興公社の経営状況の報告について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第８、報告第１５号、株式会社猿ヶ京温泉夢未来の経営状況の報告につ

いてから報告第１７号、株式会社月夜野振興公社の経営状況の報告についてまで、以上３

件を一括議題といたします。  

      町長より報告の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 報告第１５号から第１７号まで一括して報告申し上げます。  

      町が２分の１以上出資している法人である株式会社猿ヶ京温泉夢未来、株式会社水の故

郷及び株式会社月夜野振興公社の経営状況につきまして、地方自治法第２４３条の３第２

項の規定により報告するものであります。  

      令和２年度のそれぞれの経営状況は、株式会社猿ヶ京温泉夢未来は、当期純利益がマイ

ナス１,１３３万７,３２９円で、前年度に比べ１,３４４万６,８６４円の減額となりまし

た。 

      次に、株式会社水の故郷は、当期純利益が４３６万４３９円で、前年度に比べ２３９万

９,６５５円の増額となりました。  

      最後に、株式会社月夜野振興公社は、当期純利益が２３２万２ ,１０５円で、前年度に

比べ９０万１,３１６円の減額となりました。  

      以上で経営状況の報告とさせていただきます。  

議 長（山田庄一君） 以上で報告第１５号、株式会社猿ヶ京温泉夢未来の経営状況の報告について

から報告第１７号、株式会社月夜野振興公社の経営状況の報告についてまで、以上３件の

報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第９ 承認第６号 損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第９、承認第６号、損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告につい

てを議題といたします。 

      町長より報告の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 承認第６号についてご説明申し上げます。  
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      本損害賠償事案は、公用車による事故を原因とする物損事故及び人身事故の損害賠償で

ございます。 

      令和３年７月７日午後１時１７分頃、公務のため公用車を運転中、県道沼田水上線から

みなかみ町役場本庁舎駐車場に右折進入した際、右前ピラーが死角となり、誤って停車中

の損害賠償相手が運転する乗用車に衝突させてしまったものであります。  

      損害賠償の額は、相手の方の乗用車を破損させてしまった物損事故分の３１万２ ,４９

７円と、事故後に被害者が首に違和感があり、診療を受けた諸費用１万３ ,７９６円が人

身事故分としての損害賠償額であります。  

      なお、人身事故分につきましても、その後の通院等はなく、示談が成立しておりますこ

とを併せて報告させていただきます。  

      本事案につきましては、地方自治法第１７９条第１項の規定により令和３年８月２４日

に専決処分を行いましたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものです。  

      よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。  

議 長（山田庄一君） 町長の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      承認第６号について質疑はありませんか。  

      １２番中島信義君。 

１２番（中島信義君） 今回の専決処分、これは相手方に対してこういった金額が出ております。  

      相手方にこれだけの損害を与えたということだと、多分自車も相当傷んでおるというこ

とと、それと公用車の運転手、また同乗者、そういったところの被害があったのかどうか

も含めてお願いいたします。  

議 長（山田庄一君） 総務課長。 

（総務課長 杉木隆司君登壇） 

総務課長（杉木隆司君） お答えいたします。 

      まず、公用車の事故の修理代といたしまして、５４万４ ,０００円ほどかかっておりま

す。 

      また、公用車を運転した職員には、同乗者もいなかったということで、運転した職員に

ついては人身的な被害はございませんでした。 

      以上です。 

議 長（山田庄一君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて承認第６号の質疑を終結いたします。  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） これより承認第６号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて承認第６号の討論を終結いたします。  
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      承認第６号、損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告についてを採決いたします。  

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、承認第６号、損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告については原案のと

おり承認されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１０ 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１０、諮問第４号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ

とについてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 諮問第４号についてご説明申し上げます。  

      現在、人権擁護委員として平成２８年１月よりご活躍いただいておりますみなかみ町後

閑１５８０番地１の石坂和利さんが令和３年１２月３１日をもって任期満了となりますの

で、前橋地方法務局長から後任委員候補者の推薦依頼が来ております。  

      つきましては、人格・識見に優れ、人権擁護委員として適任者であります同氏を引き続

き推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるもので

ございます。 

      よって、適任とのご意見をいただきたく、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上

げます。 

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      諮問第４号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて諮問第４号の質疑を終結いたします。  

      これより諮問第４号について、提案理由のとおり適任との意見とすることに対する討論

に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて諮問第４号の討論を終結いたします。  

      諮問第４号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを採決いたし

ます。 
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      本案は提案理由のとおり適任との意見とすることにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、諮問第４号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについては適

任との意見に決定されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１１ 議案第３７号 令和３年度消防ポンプ自動車購入契約の締結について  

      議案第３８号 令和３年度消防小型動力ポンプ付積載車購入契約の締結について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１１、議案第３７号、令和３年度消防ポンプ自動車購入契約の締結に

ついて及び議案第３８号、令和３年度消防小型動力ポンプ付積載車購入契約の締結につい

ての２件を一括議題といたします。  

      町長より提案理由の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第３７号から議案第３８号について、一括してご説明申し上げます。  

      まず、議案第３７号でございますが、本件は第６分団湯原地区に配備予定の消防ポンプ

自動車１台の購入契約を締結するものであります。  

      令和３年７月１日に指名競争入札を行った結果、契約金額２ ,３３２万円で群馬県高崎

市矢中町８２１番地、温井自動車工業株式会社代表取締役温井勲雄を契約の相手方として

物品購入契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決

を求めるものであります。 

      続きまして、議案第３８号についてご説明申し上げます。  

      本件は、第７分団相俣地区に配備予定の消防小型動力ポンプ付積載車１台の購入契約を

締結するものであります。 

      令和３年７月１日に指名競争入札を行った結果、契約金額１ ,３８６万円で群馬県高崎

市矢中町８２１番地、温井自動車工業株式会社代表取締役温井勲雄を契約の相手方として

物品購入契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決

を求めるものであります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。  

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第３７号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第３７号の質疑を終結いたします。  

      次に、議案第３８号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 
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議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第３７号の質疑を終結いたします。  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） これより議案第３７号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第３７号の討論を終結いたします。 

      議案第３７号、令和３年度消防ポンプ自動車購入契約の締結についてを採決いたします。  

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第３７号、令和３年度消防ポンプ自動車購入契約の締結については原案の

とおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） これより議案第３８号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第３８号の討論を終結いたします。 

      議案第３８号、令和３年度消防小型動力ポンプ付積載車購入契約の締結についてを採決

いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第３８号、令和３年度消防小型動力ポンプ付積載車購入契約の締結につい

ては原案のとおり可決されました。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１２ 議案第３９号 令和２年度（繰越）みなかみ町立月夜野中学校屋内運動場（柔剣道場）  

             天井等改修工事請負契約の締結について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１２、議案第３９号、令和２年度（繰越）みなかみ町立月夜野中学校

屋内運動場（柔剣道場）天井等改修工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 
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（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第３９号につきましてご説明申し上げます。  

      本件につきましては、令和２年度（繰越）みなかみ町立月夜野中学校屋内運動場（柔剣

道場）天井等改修工事の工事請負契約を締結するものであります。 

      ８月２３日、条件付一般競争入札に付し、契約金額５ ,１９２万円で利根郡みなかみ町

後閑８４番地の３、増田建設株式会社代表取締役社長増田安永を契約の相手方として建設

工事請負契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決

を求めるものであります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。  

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第３９号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第３９号の質疑を終結いたします。  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） これより議案第３９号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第３９号の討論を終結いたします。 

      議案第３９号、令和２年度（繰越）みなかみ町立月夜野中学校屋内運動場（柔剣道場）

天井等改修工事請負契約の締結についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第３９号、令和２年度（繰越）みなかみ町立月夜野中学校屋内運動場（柔

剣道場）天井等改修工事請負契約の締結については原案のとおり可決されました。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１３ 議案第４０号 令和２年度（繰越）みなかみ町中央公民館エレベーター設置工事請負契  

             約の締結について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１３、議案第４０号、令和２年度（繰越）みなかみ町中央公民館エレ

ベーター設置工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 
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町 長（鬼頭春二君） 議案第４０号につきましてご説明申し上げます。 

      本件につきましては、令和２年度（繰越）みなかみ町中央公民館エレベーター設置工事

の工事請負契約を締結するものであります。  

      ８月２３日、条件付一般競争入札に付し、契約金額７ ,１５０万円で利根郡みなかみ町

湯原４５番地、須田建設株式会社代表取締役須田高幸を契約の相手方として建設工事請負

契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める

ものであります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。  

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第４０号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第４０号の質疑を終結いたします。  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） これより議案第４０号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第４０号の討論を終結いたします。 

      議案第４０号、令和２年度（繰越）みなかみ町中央公民館エレベーター設置工事請負契

約の締結についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第４０号、令和２年度（繰越）みなかみ町中央公民館エレベーター設置工

事請負契約の締結については原案のとおり可決されました。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１４ 議案第４１号 令和２年度道路メンテナンス補助事業町道粟沢西線藤原湖大橋橋梁補修  

             工事請負変更契約の締結について  

      議案第４２号 令和３年度道路メンテナンス補助事業町道藤原粟沢線藤原湖大橋橋梁補  

             修工事請負変更契約の締結について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１４、議案第４１号、令和２年度道路メンテナンス補助事業町道粟沢

西線藤原湖大橋橋梁補修工事請負変更契約の締結について及び議案第４２号、令和３年度

道路メンテナンス補助事業町道藤原粟沢線藤原湖大橋橋梁補修工事請負変更契約の締結に

ついての２件を一括議題といたします。  

      町長より提案理由の説明を求めます。  
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      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第４１号から議案第４２号につきまして、関連がございますので一括し

てご説明申し上げます。 

      本事業につきましては、令和２年度から令和３年度においての継続工事であり、藤原湖

大橋の橋梁補修工事の請負変更契約を締結するものであります。  

      当工事において、足場を架設し現場を精査したところ、平成２７年度の点検時から大幅

に上回るクラック等の劣化箇所が判明し、修繕箇所の増工となりました。  

      補修すべき箇所が大幅に増工となった原因につきましては、当時の点検調査の時点では

補修を行う基準に満たなかった箇所が、時間の経過等により劣化が進行したものと思われ

ます。 

      議案第４１号につきましては、１,６６６万５,０００円を増額し、契約金額を１億６８

６万５,０００円とし、変更契約を締結いたしたく、地方自治法第９６条第１項第５号の

規定により議会の議決を求めるものであります。  

      次に、議案第４２号につきましては、１ ,１０８万８,０００円を増額し、契約金額を１

億６,２８８万８,０００円とし、変更契約を締結いたしたく、地方自治法第９６条第１項

第５号の規定により議会の議決を求めるものでございます。  

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。  

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第４１号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第４１号の質疑を終結いたします。  

      次に、議案第４２号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第４２号の質疑を終結いたします。  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） これより議案第４１号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第４１号の討論を終結いたします。 

      議案第４１号、令和２年度道路メンテナンス補助事業町道粟沢西線藤原湖大橋橋梁補修

工事請負変更契約の締結についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 
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      よって、議案第４１号、令和２年度道路メンテナンス補助事業町道粟沢西線藤原湖大橋

橋梁補修工事請負変更契約の締結については原案のとおり可決されました。  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） これより議案第４２号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第４２号の討論を終結いたします。 

      議案第４２号、令和３年度道路メンテナンス補助事業町道藤原粟沢線藤原湖大橋橋梁補

修工事請負変更契約の締結についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第４２号、令和３年度道路メンテナンス補助事業町道藤原粟沢線藤原湖大

橋橋梁補修工事請負変更契約の締結については原案のとおり可決されました。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１５ 議案第４３号 令和３年度町道悪戸矢瀬線道路防護網設置工事の建設工事請負契約の締  

             結について  

      議案第４４号 令和３年度社会資本整備総合交付金事業町道悪戸矢瀬線道路改良工事の  

             建設工事請負契約の締結について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１５、議案第４３号、令和３年度町道悪戸矢瀬線道路防護網設置工事

の建設工事請負契約の締結について及び議案第４４号、令和３年度社会資本整備総合交付

金事業町道悪戸矢瀬線道路改良工事の建設工事請負契約の締結についての２件を一括議題

といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第４３号から議案第４４号まで、一括してご説明申し上げます。  

      まず、議案第４３号、町道悪戸矢瀬線道路防護網設置工事は施工延長１１１メートルで、

工種はコンクリート柱８本、鋼管柱２本、防護網２ ,３６７.２平方メートルを行うもので

あります。 

      令和３年９月３日、条件付一般競争入札を行った結果、１億３ ,４２４万４,０００円で

須田・木内・山田特定建設工事共同企業体、代表者、みなかみ町湯原４５番地、須田建設

株式会社代表取締役須田高幸が落札いたしました。 
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      次に、議案第４４号についてご説明申し上げます。  

      町道悪戸矢瀬線道路改良工事は施工延長５７９メートルで、工種は舗装、側溝、歩車道

境界ブロック、ガードフェンス、側道取付工事等の施工を行うものであります。  

      令和３年９月３日、条件付一般競争入札を行った結果、１億２ ,２１０万円で増田・桑

原町道悪戸矢瀬線道路改良工事特定建設工事共同企業体、代表者、みなかみ町後閑８４番

地３、増田建設株式会社代表取締役社長増田安永が落札をいたしました。 

      以上２件において、それぞれ契約の相手方として建設工事請負契約を締結するため、地

方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるものであります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。  

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第４３号について、質疑はありませんか。  

      １５番久保秀雄君。 

１５番（久保秀雄君） 現在のこの路線については、工事が今進行していると認識をしております。

そして、来年の４月にみなかみの統合中学校が開校すると、こういうスケジュールになっ

ております。 

      町長はかねてより、来年の開校までにこの路線を開通させたいと、こういう意向を持っ

ておりました。今、工事をしていて、これから今また発注をするわけですけれども、この

スケジュールについてどのような考え方を持っているか教えていただきたいと思います。  

議 長（山田庄一君） 地域整備課長。 

（地域整備課長 林  昇君登壇） 

地域整備課長（林  昇君） お答えいたします。 

      昨年度の工事につきましては、現在８割程度完了しており、現在ブロック積み等がちょ

っと手間を取っているんですけれども、あと、盛土材につきましては相俣ダムさんのほう

から頂く段取りになっておりまして、来年の４月までには何とか完了できるかなと思って

おる次第であります。 

      以上です。 

議 長（山田庄一君） ほかにありませんか。 

      １２番中島信義君。 

１２番（中島信義君） 今ご質疑を受けているのは４３号ですよね。  

議 長（山田庄一君） そうです。 

１２番（中島信義君） 久保さんにあったのは４４号だと思うんですけれども、それはいいですけれ

ども。俺が間違っていたらごめんなさいですけれども、４３号の質疑を受けているという

ことだもので。 

議 長（山田庄一君） 防護網も入っていますよ。 

１２番（中島信義君） ４３号でいきますので、はい。  

議 長（山田庄一君） ４３号で。 

１２番（中島信義君） ４３号でいいですね。 

議 長（山田庄一君） はい。 
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１２番（中島信義君） 確認です。 

      町長の説明の中で、長さは１１１メートルという防護網ということが出ましたけれども、

高さについてはどのぐらいかちょっとお答えいただけると思うんですが。ネットの高さで

すか。 

議 長（山田庄一君） 地域整備課長。 

（地域整備課長 林  昇君登壇） 

地域整備課長（林  昇君） 現在設計で考えておりますのが、高いほうで２５メーター、低いほう

で１５メーターになっております。  

      以上です。 

議 長（山田庄一君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第４３号の質疑を終結いたします。  

      次に、議案第４４号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第４４号の質疑を終結いたします。  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） これより議案第４３号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第４３号の討論を終結いたします。 

      議案第４３号、令和３年度町道悪戸矢瀬線道路防護網設置工事の建設工事請負契約の締

結についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第４３号、令和３年度町道悪戸矢瀬線道路防護網設置工事の建設工事請負

契約の締結については原案のとおり可決されました。  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） これより議案第４４号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第４４号の討論を終結いたします。 

      議案第４４号、令和３年度社会資本整備総合交付金事業町道悪戸矢瀬線道路改良工事の

建設工事請負契約の締結についてを採決いたします。 
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      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第４４号、令和３年度社会資本整備総合交付金事業町道悪戸矢瀬線道路改

良工事の建設工事請負契約の締結については原案のとおり可決されました。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１６ 議案第４５号 みなかみ町過疎地域持続的発展計画の策定について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１６、議案第４５号、みなかみ町過疎地域持続的発展計画の策定につ

いてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第４５号についてご説明申し上げます。  

      みなかみ町過疎地域持続的発展計画は、過疎地域自立促進特別措置法が令和２年度末で

期限を迎え、過疎地域について総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律とし

て、１０年間の時限立法である過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和３

年４月１日に施行され、本町は法第２条による過疎地域の要件を満たすことから、引き続

き過疎対策事業債等の財政措置を受けるべく、法第８条の規定に基づく令和３年度から令

和７年度までの５か年の地域計画を策定するものです。  

      これまでの間、平成２２年４月施行の過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法

律により本町が過疎地域に指定され、以来１１年間、過疎地域自立促進計画に基づき、過

疎対策事業債等の財政措置を受けてきたところです。  

      今般の計画策定に当たり、群馬県が定める持続的発展方針との整合を図る必要があり、

先般、群馬県との協議が調いましたので、本議会へ提案するものであります。  

      新法における主な改正点により、人口に関する目標など地域の持続的発展のための基本

目標の設定や減価償却の特例、及び地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置の適用

を受けるため、産業振興促進事項の記載が求められています。  

      また、施策区分に移住・定住、地域交流の促進と人材育成、再生可能エネルギーの利用

の促進が新たに追加され、地域における情報化、子育て環境の確保が既存項目から細分化

されたことにより旧法から３施策増え、１２区分となりました。  

      これを受け、みなかみユネスコエコパークの理念と第２次総合計画、第２期まち・ひ

と・しごと総合戦略及びＳＤＧｓ未来都市計画との整合を図りつつ、人材の確保及び育成、

地域の特性や優位性を生かした産業の振興、雇用の場の創出、生活環境の整備、住民福祉

の向上など誰もが安心して暮らせる環境を整え、本町の美しく豊かな自然を守り、生かし、

広める取組を推進することで、持続可能な地域づくりの実現に向けて過疎対策事業債が最
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大限に活用できるよう計画しております。  

      本計画を議決いただきました後は、国・県の財政支援を受けつつ、過疎対策事業債の計

画的な活用を進めてまいります。 

      なお、社会的情勢の変化により事業の見直しや追加が生じた場合には、再度県と協議調

整し、改めて議会の議決を経て計画の実効性を高めていく予定であります。  

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。  

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第４５号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第４５号の質疑を終結いたします。  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） これより議案第４５号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第４５号の討論を終結いたします。 

      議案第４５号、みなかみ町過疎地域持続的発展計画の策定についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第４５号、みなかみ町過疎地域持続的発展計画の策定については原案のと

おり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１７ 議案第４６号 みなかみ町過疎対策のための町税（固定資本税）の課税の特例に関する  

             条例の制定について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１７、議案第４６号、みなかみ町過疎対策のための町税（固定資産税）

の課税の特例に関する条例の制定についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第４６号についてご説明申し上げます。  

      本条例は、過疎地域自立促進特別措置法が令和３年３月３１日に失効し、代わりに過疎

地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和３年４月１日に施行されたことに伴い、

現行の条例を廃止し、新たに条例の制定を行うものであります。 
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      また、条例制定には産業振興促進事項を記載した計画の策定が必要であり、みなかみ町

過疎地域持続的発展計画の策定に併せて行うものであります。  

      主な内容は、現行の条例を引き継ぐもので、製造業、情報サービス業等、農林水産物等

販売業もしくは旅館業の用に供する設備の取得等をした者に対する固定資産税を、最初の

３年間に限り申請により課税免除を行うものであります。  

      このことにより、引き続き当町における企業立地や投資の拡大を促し、持続可能な地域

社会の形成を図ろうとするものです。  

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。  

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第４６号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第４６号の質疑を終結いたします。  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） これより議案第４６号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第４６号の討論を終結いたします。 

      議案第４６号、みなかみ町過疎対策のための町税（固定資産税）の課税の特例に関する

条例の制定についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第４６号、みなかみ町過疎対策のための町税（固定資産税）の課税の特例

に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１８ 議案第４７号 みなかみ町立保育園条例を廃止する条例について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１８、議案第４７号、みなかみ町立保育園条例を廃止する条例につい

てを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第４７号についてご説明申し上げます。  

      みなかみ町には町立保育園が児童福祉法の規定に基づき設置されておりましたが、本町
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では少子化の影響を踏まえ、幼保連携型認定こども園への移行及び民営化を進めており、

こども園開園に伴い、保育園はそれぞれ閉園いたしました。  

      藤原地区にある第三保育園につきましては、平成２６年度より休園となっておりました

が、令和２年度末で廃止手続が終了し、全ての町立保育園が閉園したことから、条例及び

関係規則の廃止を行うものであります。  

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。  

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第４７号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第４７号の質疑を終結いたします。  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） これより議案第４７号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第４７号の討論を終結いたします。 

      議案第４７号、みなかみ町立保育園条例を廃止する条例についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第４７号、みなかみ町立保育園条例を廃止する条例については原案のとお

り可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１９ 議案第４８号 みなかみ町農産物直売所条例を廃止する条例について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１９、議案第４８号、みなかみ町農産物直売所条例を廃止する条例に

ついてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第４８号についてご説明申し上げます。  

      本件につきましては、農林業の振興と地域の活性化を図るためみなかみ町農産物直売所

百姓茶屋を設置し、管理運営をしてきましたが、平成２２年度以降地元住民による利用が

低迷したことから、用途変更手続を経て、鳥獣害対策資材保管庫として活用をしてきたと

ころでございます。 
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      今般、当該農産物直売所を普通財産化することで多方面での利活用を図るとともに地域

活性化を推進するため、本条例を廃止するものでございます。  

      条例の廃止に当たっては、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を

求めるものでございます。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。  

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第４８号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第４８号の質疑を終結いたします。  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） これより議案第４８号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第４８号の討論を終結いたします。 

      議案第４８号、みなかみ町農産物直売所条例を廃止する条例についてを採決いたします。  

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第４８号、みなかみ町農産物直売所条例を廃止する条例については原案の

とおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２０ 議案第４９号 町道路線認定について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第２０、議案第４９号、町道路線認定についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第４９号につきましてご説明申し上げます。 

      本案につきましては、群馬県とみなかみ町で事業推進を行っているみなかみ町かわまち

づくり事業に関連した道路計画に基づき、新たに道路を整備したいため、２路線延長１９

３メートルを認定するものであります。  

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。  

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第４９号について、質疑はありませんか。  
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（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第４９号の質疑を終結いたします。  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） これより議案第４９号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第４９号の討論を終結いたします。 

      議案第４９号、町道路線認定についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第４９号、町道路線認定については原案のとおり可決されました。  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） ここで暫時休憩いたします。再開を１０時２５分にします。 

（  時  分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 

（１０時２５分 再開）  

議 長（山田庄一君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２１ 認定第１号 令和２年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定について  

      認定第２号 令和２年度みなかみ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について  

      認定第３号 令和２年度みなかみ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について  

      認定第４号 令和２年度みなかみ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について  

      認定第５号 令和２年度みなかみ町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について  

      認定第６号 令和２年度みなかみ町水道事業会計決算認定について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第２１、認定第１号、令和２年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定

についてから認定第６号、令和２年度みなかみ町水道事業会計決算認定についてまで、以

上６件を一括議題といたします。  

      町長より提案理由の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 認定第１号から第６号まで一括して説明させていただきます。  

      最初に、認定第１号、令和２年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定についてご説明

申し上げます。 
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      歳入総額は１６７億５,７９６万１,４７５円、歳出総額は１５９億３,９３７万６,２１

９円で、歳入歳出差引残額が８億１,８５８万５,２５６円となりました。このうち、翌年

度へ繰り越すべき財源額が４億４,３２７万３,０００円でありますので、実質収支額は３

億７,５３１万２,２５６円となっております。 

      歳入につきましては、町税が３３億９ ,４１３万８,９６２円で、歳入の２０.３％を占

めております。その主なものは、町民税７億９,４５４万４４８円、固定資産税２２億６,

５３４万１,２９７円であります。地方譲与税は２億７２２万２ ,０００円となり、そのう

ち、令和元年度に創設された森林環境譲与税は１,６７８万円であります。各種交付金は

合計で５億１,３０４万４,９００円であります。地方交付税では、普通交付税が４６億５ ,

３３６万６,０００円、特別交付税が３億３,９５９万２,０００円であります。 

      分担金及び負担金は６,７７２万４,４２４円で、学校給食費負担金３,６３２万９,７２

１円等であります。使用料及び手数料は、町営住宅使用料、一般廃棄物収集処理手数料等

で１億９,６６２万９,５０１円となっております。国庫支出金は３２億１ ,９０７万８,７

０９円で、特別定額給付金給付事業費補助金１８億５,２４２万１３７円、新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金４億６,５１４万１,０００円などにより各種新型コ

ロナウイルス感染症対策を実施いたしました。その他は障害者自立支援給付費等負担金１

億８,７４９万２,８５６円、児童手当負担金１億３,６６７万９,０００円、子どものため

の教育・保育給付交付金１億５,０４８万６,７１０円等であります。 

      県支出金は７億８,２７５万５,８３６円で、障害者自立支援給付費等負担金９ ,３７４

万６,４２７円、後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金５ ,５６０万１,３９９円、国民

健康保険基盤安定負担金７,１９５万１,９３８円、福祉医療費補助金５,８２８万４,８５

４円等であります。 

      寄附金は２億８,５０６万３,２７６円となり、主なものはふるさと寄附金２億７ ,９９

８万９,１５１円であります。 

      繰入金は１０億２,９８５万３,０００円で、主なものは財政調整基金繰入金６億５ ,０

００万円であります。 

      町債は１４億３,４８０万円で、主なものは過疎対策事業債が６億４ ,６００万円、地方

交付税で交付されるべきところを町債としている臨時財政対策債が３億３ ,６４０万円等

であります。 

      次に、歳出についてご説明申し上げます。  

      １款議会費は１億２,６１３万９,２０３円であります。 

      ２款総務費は３８億３,１５５万３,０８９円となり、主な内訳は総務管理費３５億７ ,

９３５万４,１３２円、徴税費１億５,２８０万４,８７８円であります。総務管理費の主

なものは、特別定額給付金事業１８億５,２３４万８,４２５円を含む一般管理費２５億５ ,

５９２万３,２９０円、財産管理費１億２,９２３万５７４円、企画費２億９,７１１万６

１５円、地域振興費２億８,８５４万７,８５７円であります。 

      ３款民生費は２６億２,９３１万３,２５１円となり、主な内訳は社会福祉費１７億３ ,

１９０万４,７６３円、児童福祉費８億９,７３４万９,７９４円であります。社会福祉費
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の主なものは、社会福祉総務費１億３ ,５０２万６ ,７１０円、福祉医療費１億２,１９７

万５７９円、障害者福祉費５億１,７１１万９,３４１円、介護保険費４億４,３７６万２,

２６６円、後期高齢者医療費４億１,０６２万８,６１３円であります。 

      また、児童福祉費は児童福祉総務費１億５ ,０２８万５,２１６円、児童措置費２億１,

２５０万４,７８９円、保育等施設費５億２,７９８万３,５４６円等であります。 

      ４款衛生費は１１億９２１万７８３円となり、主な内訳は保健衛生費４億６ ,５１７万

１,３３２円、清掃費５億８,８９３万６,１１６円等であります。 

      ６款農林水産業費は６億６４３万７,１２９円となり、主な内訳は農業費４億６,４９６

万９,３９０円、林業費１億４,１４６万７,７３９円であります。 

      ７款商工費は１０億１,２６７万５,８５０円となり、臨時特別商品券事業２億２ ,８９

７万４,５２７円や特別持続化給付金事業１億９,２１０万２４円など、新型コロナウイル

ス感染症対策事業を含む商工費５億２,９５０万６,１６２円と観光費４億８,３１６万９,

６８８円であります。 

      ８款土木費は１５億４,１８３万４,１２３円となり、主な内訳は道路橋梁費７億４,３

０６万２８７５円、都市計画費６億４,８１１万７,３１５円、住宅費１億２,６４９万５,

６７４円等であります。道路橋梁費の主なものは、道路橋梁総務費１億２０９万７ ,７１

２円、道路新設改良費１億５,９８６万８,４６９円、道路維持費１億４,７０３万２８１

円、除雪費２億６,０２２万１２１円であります。  

      ９款消防費は７億４,１８２万６,６８１円であります。 

      １０款教育費は１９億１,９９２万１ ,９９５円となり、主な内訳は教育総務費８億６ ,

０３９万１,２１６円、高等学校費４億１,６３７万４,８００円、社会教育費２億３２６

万１５７円、学校給食費２億４,１８４万３,８１７円等であります。 

      １１款災害復旧費は２億３,４８４万３,３２４円となり、昨年９月に発生した豪雨災害

に伴うものであります。 

      １２款公債費は２１億６,９５１万５,２３８円となり、元金２１億３,２４１万７,２５

６円と利子３,７０９万７,９８０円であります。 

      以上、一般会計についてご説明申し上げました。  

      次に、認定第２号、国民健康保険特別会計についてご説明申し上げます。  

      歳入総額２２億７,９６２万６,６６５円、歳出総額２１億３,１２７万５,０１２円、歳

入歳出差引残額は１億４,８３５万１,６５３円となりました。 

      歳入につきましては、１款国民健康保険税が歳入総額の１９ .４％、３款県支出金が６

４.０％、６款繰越金が８.４％などとなっております。 

      歳出につきましては、大部分を２款保険給付費が占めており、歳出総額の６６ .９％で

あります。 

      以上、国民健康保険特別会計についてご説明申し上げました。  

      次に、認定第３号、後期高齢者医療特別会計についてご説明申し上げます。  

      歳入総額３億１８０万２,１８２円、歳出総額は２億７,７５０万６,７６０円、歳入歳

出差引残額は２,４２９万５,４２２円となりました。 
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      歳入につきましては、１款後期高齢者医療保険料が歳入総額の５８ .６％を占め、続い

て一般会計繰入金の２８.８％などとなっております。 

      歳出につきましては、大部分を２款後期高齢者医療広域連合納付金が占めており、歳出

総額の９３.３％であります。 

      以上、後期高齢者医療特別会計についてご説明申し上げました。  

      次に、認定第４号、介護保険特別会計についてご説明申し上げます。  

      歳入総額２８億２,２６７万１７２１円、歳出総額は２７億２,１９０万１,６５６円、

歳入歳出差引残額は１億７７万６５円となりました。  

      歳入につきましては、１款介護保険料が歳入総額の１７ .２％、４款国庫支出金が２５.

０％、５款支払基金交付金が２５.５％などとなっております。 

      歳出につきましては、大部分を２款保険給付費が占めており、歳出総額の９５ .２％で

あります。 

      以上、介護保険特別会計についてご説明申し上げました。  

      次に、認定第５号、下水道事業特別会計についてご説明申し上げます。  

      歳入総額は７億９,４９３万４８８円、歳出総額は７億５ ,９０２万７,０５３円で、歳

入歳出差引残額は３,５９０万３,４３５円となりました。このうち翌年度へ繰り越すべき

財源額は２,１３０万円ありますので、実質収支額は１ ,４６０万３,４３５円となってお

ります。 

      歳入につきましては、２款使用料及び手数料が歳入総額の３０ .８％、一般会計繰入金

が５０.６％、町債が９.６％などとなっております。 

      歳出につきましては、２款下水道事業費が歳出総額の３４ .４％、公債費が５４.２％な

どとなっております。 

      以上、下水道事業特別会計についてご説明申し上げました。  

      次に、認定第６号、水道事業会計についてご説明申し上げます。  

      収益的収入及び支出につきましては、収入４億１ ,９５０万８ ,１４４円、支出３億９,

０７０万９,５２２円となっております。 

      資本的収入及び支出につきましては、収入５ ,９９５万６,７３９円、支出１億５,２３

０万５,８６７円となっております。不足額９ ,２３４万９,１２８円は、過年度分損益勘

定留保資金８,８２３万６,７９１円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４

１１万２,３３７円で補塡をいたしました。  

      以上、水道事業会計となります。  

      認定第１号から第６号まで一括してご説明を申し上げました。よろしくご審議の上、ご

認定くださいますようお願いを申し上げます。  

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了いたしました。  

      ここで、みなかみ町代表監査委員より決算審査の報告を求めます。  

      代表監査委員澁谷正誼君。 

      澁谷君。 

（代表監査委員 澁谷正誼君登壇） 



R3-4（9.7）第 1号 

－30－ 

代表監査委員（澁谷正誼君） 代表監査委員の澁谷でございます。  

      先ほど議長からご指名をいただきましたので、私のほうから令和２年度の決算審査意見

書についてご報告をさせていただきます。 

      これにつきましては、次の１ページにございますように、地方自治法第２３３条第２項

の規定によりまして、去る７月１９日から８月５日まで、実質１１日間になりますけれど

も、各課のご協力をいただきながら監査をさせていただきました。その結果でございます。  

      なお、この１ページの右上にありますように、この意見書につきましては８月１９日に

鬼頭町長に提出をしてございます。 

      それでは、中身に入ります。 

      ２ページから、第１の一般会計であります。まず、総説として、表が２つありますけれ

ども、まず中ほどの１、財政収支の状況でございます。令和２年度の歳入総額は１６７億

５,７９６万１,４７５円で、予算額に対しては８７.７５％、調定額に対しましては９５.

３８％でございました。前年から見ますと約１７％の増ということになったわけでありま

す。 

      また、自主財源の約６割を町税が占めるわけでありますけれども、３３億９ ,４１３万

８,９６２円となりまして、歳入全体に占める割合としては２０ .２５％でございます。 

      歳出につきましては、総額１５９億３,９３７万６,２１９円で、歳入歳出差引残額８億

１,８５８万５,２５６円でございました。このうち翌年度へ繰り越すべき財源４億４ ,３

２７万３,０００円を差し引いた実質収支額では３億７ ,５３１万２,２５６円でございま

して、２億円を財政調整基金として繰り入れるという予定になっております。  

      次に、財政運営の状況でございます。歳入につきましては、町税における収入未済額は

６億５,３６１万８５６円でありまして、調定額に対しての収納率は８２ .６２％でありま

して、不納欠損額は６,０１７万６,４３９円となっております。 

      歳出につきましては、予算額１９０億９ ,６６５万８,０００円、支出済額１５９億３ ,

９３７万６,２１９円でありました。そのうち不用額が１４億４ ,３０６万５,７８１円で、

昨年から比べますと、昨年は約１０億円程度でございましたので、かなり不用額が出たと

いうのが実態であろうかと思います。予算の執行率は８３ .４７％。ちなみに、昨年が８

８.５０％ということで、不用額が多く出たということもありまして、執行率が昨年より

もかなり下がっております。  

      次に、基金の状況であります。基金はそれぞれ条例に基づく積立てと運用利子、その他

積立てを行っております。 

      なお、令和２年度決算により生じた余剰金のうち先ほど申し上げましたように２億円に

つきましては、本日の議会の承認が得られれば令和３年度に積立てをするという予定にな

っております。 

      次に、表として、積立金の状況を掲載しておりました。表立ての関係で次ページにもわ

たっておりまして、次のページを見ていただきますと総額が掲示してございます。前年度

末が約７３億５,０００万、本年度決算額が７１億８１００万、前年よりも約２億円ほど

減額となったというのが実態でございました。  
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      次に、各節であります。 

      ここにやっぱり歳入決算額の推移ということで表を掲載しております。町の歳入状況を

３か年の流れによって見ていただくということで、３０年、元年、２年というふうに掲載

しておりますが、これも２ページにわたっております。この表の中で、特に２ページ目の

上から５行目、国庫支出金、これは町長からもお話がありましたように、今年はコロナ対

策、あるいは学校教育の充実を図る通信環境の整備、そういったものが多かったために、

昨年の国庫支出金の７億６,０００万、約７億７,０００万に対しまして本年は３２億とい

うことで、約４倍近い国庫支出金がという、これが全体の今年の決算を押し上げた大きな

要因ではないかというふうに考えております。  

      なお、毎年お話ししているふるさと基金、寄附金は、今年も注目したんですけれども、

２億８,５００万円で、昨年よりも約１億円程度下がったというのが本年の状況でござい

ました。 

      次に、歳入の主な状況は次のとおりであります。  

      まず、町税であります。 

      町税は、調定額４１億７９２万６,２５７円に対しまして収入済額が３３億９,４１３万

８,９６２円ということで、収納率が８２.６２％でございました。表を見ていただきます

と分かりますように、この下の表、令和２年と元年の収納率、昨年は収納率が８４ .６

４％でありましたけれども、今年はやっぱり下がったという、８２ .６２％。特に、コロ

ナ禍によりましての納税猶予等も影響したんではないかというふうに考えております。  

      次のページの地方交付税であります。地方交付税の総額は４９億９ ,２９５万８,０００

円。このうち利根商業高等学校分として４億１,４４３万９,０００円が含まれておりまし

て、全体的にはほぼ前年と同じ程度の規模であったというのが決算でございました。  

      次に、表１３款から２１款までの収入未済額の状況を掲示いたしましたが、収入未済に

つきましては後ほど全体のものを表示してございますので、そこのところで見ていただけ

ればと思います。 

      次に、７ページの歳出であります。  

      １款の議会費、議会費の歳出総額は１億２,６１３万９,２０３円でございまして、主な

ものは議員報酬あるいは議員手当等々でございまして、ただ、令和２年度は７月から令和

３年３月までの９か月間、議員の皆さんの１０か月間の減額を行ったというのが大きな動

きだったんではないかと思っております。今後も開かれた議会を目指しまして、活発な議

会活動を期待したいと思っております。  

      以降、２款からありますけれども、先ほど町長のほうから具体的な数字につきましては

ご報告がございましたので、私のほうからはそれぞれの款のコメントに関する部分のみを

ご紹介して報告とさせていただきたいと思います。  

      まず、総務費の中ほどで、新型コロナウイルスによって研修等を例年どおり行うことが

できなくなったというふうに言われております。リモート等で行うものが増えておりまし

て、新たな働き方も引き続き推進していっていただきたいというふうに思っております。  

      なお、令和５年度からは定年制延長が開始されるということになっておりまして、処遇



R3-4（9.7）第 1号 

－32－ 

の問題、あるいは新規採用者数、こういったものを含めましてしっかりした行政運営がで

きるような体制の整備をお願いしたいと思っております。 

      次の３款の民生費でありまして、次のページの上から４行目あたり、生きがいを感じて

いる高齢者の割合が令和元年度７８.１％から令和２年度７７.８％とやや低下しているも

のの、約８割ぐらいの人たちは人生前向きに生活しているものというふうに推察されます。  

      一方、地域で支え合う福祉活動を行っている町民の割合というのは、令和元年度の２６ .

９６％から令和２年度は３６.９％というふうに上昇しております。どういうふうに高齢

化と向き合っていくかというのは、それぞれ個人個人の考え方は違っておりますけれども、

行政としては一人でも多くの町民が健康寿命を延ばし、元気なまちが形成されていくとい

うことが重要な課題であろうと思います。そのためには、身近な声かけなどのできる範囲

で見守り合う体制づくり、これは福祉関係だけでなくて多くの場面で今後とも必要となっ

てくるんではないかというふうに思われます。こうした観点でのシステムづくりというも

のを十分検討いただきたいと思っております。  

      次に、４款の衛生費であります。アメニティパーク施設の老朽化はこれからの大きな課

題であります。方向性が確定されるまでの可燃ごみ処理方法、こういったものを検討され

ているということでございますが、当面、ごみの減量化でありますとかあるいはリサイク

ル化、こういったものをより進めるために、町民の理解を深めつつ長寿命化を図ることが

必要だというふうに思っております。  

      次を飛ばしまして、６款農林水産業、９ページになります。上から５行目、町における

農業者の農業所得額は令和２年度で２ .２億円というふうに、前年を約６％上回ることが

できたわけであります。しかし、町の農業を牽引していく中核として認定農業者という

方々がいらっしゃるわけでございますけれども、こういった方々が高齢化等によりまして

前年より３人も減少したというふうに聞いて、７７人となったということであります。町

独自で農業支援を検討されるというふうに聞いておりますけれども、さらに進展する集落

の高齢化に向け、そういった対象の人たちをアシストできる体制づくりと、認定農業者の

確たる存続を図れるような施策の展開を期待したいと思っております。  

      次に、７款の商工業であります。町における観光宿泊者は前年の４７％。これは、近隣

の温泉地域があるわけでありますけれども、これらに対しましてもちょっと低い結果とな

ったようであります。日帰り客数、スキー客、谷川岳の登山客数、こういったものも前年

の６割から８割という実態でありました。本町の豊かな、そして魅力ある自然を抱えた立

地をより多くの人に伝える。これは、これまでも各団体等で積極的に取り組んできていた

だいておるわけでありますけれども、現在のようなコロナ禍の中でどうするかということ、

この集客の課題を探りつつ、一層の情報展開を望みたいと思っております。  

      次に、８款の土木費であります。ページをめくって１０ページであります。町内におけ

る道路改良率はこれまで３８％程度で推移してきたわけでありますけれども、令和２年度

は約４６％というふうに大きく上昇したわけであります。これはＧＩＳ、いわゆる地理情

報システム、これが使えるようになったということで、道路台帳図の見直しによるものと

いうふうに言われておりまして、今後とも道路改良が進展することが期待されるところで
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あります。また、町営住宅につきましては、利活用について積極的な対応を望みたいと思

います。 

      ９款の消防費であります。近年、火災にとどまらず災害等の発生も多く、消防団員の活

動も増えているというふうに思われます。しかし、現在、定員６６２名に対しまして５６

２名ということで、約１００名程度少ないというのが実態でありまして、大変厳しい運営

というふうに聞いております。令和２年度には機能別消防団員として７名が加入されたと

いうことでございますけれども、このことにつきましては各分団の事情がいろいろ異なっ

ているというふうに聞いておりまして、参加率があまり向上していないというふうな状況

にあると言われております。こうした状況ではあっても、災害等は不測の事態であります。

自主防災組織の底上げを図りながら、連携を取り、町民の安全確保にご尽力をいただきた

いと思っております。 

      第１０款であります。下のほうになりますが、学校の統合に係る経費に加えまして、公

立学校の情報機器購入費、学校情報通信ネットワーク環境整備など、これまでにない多く

の事業が実施されたわけであります。新たな時代の教育環境の確立のために、今後もこれ

らに係る事業が増加するんじゃないかというふうに予想されます。子供たちが一日も早く

新しい事業等に適応できるよう願うことはもちろんでありますが、これまでにない教育手

法の実現に向けまして、関係者のより一層の対応に期待をするところでございます。  

      なお、１３款の諸支出金では、２行目のところの令和２年度土地開発公社につきまして

も審査をさせていただきました。出納関係帳簿及び証書類を照合し、その内容を試査の方

法により審査した結果、会計処理は適法、適正であるというふうに認めたところでありま

す。 

      次に、第２、特別会計であります。  

      町にあります４つの特別会計、これを総括する形で５つの表を掲載いたしました。まず

最初の表は、全体的な総計でございますけれども、各特別会計によっては上がったり下が

ったりというのは当然ございますけれども、全体的にはほぼ前年並みということでありま

した。 

      次のページに表がございますけれども、一般会計の繰入金の状態でありますとか歳入関

係の執行状況、歳出の執行状況、これらを掲示いたしました。後ほどご覧いただければと

思います。 

      一番下のところに収入未済額であります。これはやっぱり特別会計を全部足し上げまし

た合計で見ますと、本年度は１,３００万円ほど令和元年度よりも収入未済が減ったとい

うことで、要するにいろいろご努力をいただきながら収入未済額を減らすことに注力して

いただいたという結果だろうというふうに思います。  

      次のページの２の各会計状況でありますけれども、これらにつきましては記載のとおり

でございます。ご覧いただきたいと思います。  

      次の１４ページの企業会計、これも当初のところは、初めのところは記載のとおりであ

りますけれども、１５ページのところの経営成績、ここにまた例年のとおり営業収益の営

業利益率、あるいは経営資本の回転率、経営資本の営業利益率、この３つの指標を掲載さ
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せていただきました。それぞれ数字が高いほど経営状態がいいという、そういう結果では

ありますけれども、特にみなかみ町の、毎年言っておりますけれども、本町においては山

間部に集落がある、あるいは集落の中でも人口が点在すると。こういった状況の中では、

こういった数字が高まるというのはなかなか期待できるものではありませんので、これは

ある程度やむを得ないかなとは思いますけれども、それにしても今年の指標が昨年よりも

若干それぞれ減少した、少なくなっている、小さくなっているということがございますの

で、より一層のご努力をお願いしたいと思っております。  

      次に、１６ページでございます。審査結果の総括意見として、令和２年度の決算審査に

つきましては、前年度決算審査に引き続きまして契約書の締結が必要な事業、補助金交付

事業について重点的に審査をさせていただきました。  

      まず、１番の歳入については、町税及び使用料等は町を支える礎でございまして、収入

未済額を増やさない対応、これも今後とも重要課題として取り組んでいただきたい。毅然

とした厳しい対処によりまして住民間の公平と財源の確保に努めることが、今後厳しさを

増すと予想される財政運営の上からも強く望まれるところであります。 

      なお、滞納者等への督促あるいは交渉及び滞納管理及び滞納繰越金の記票につきまして

は、トラブルやミスの発生を防ぐためにも複数の職員で対応し、年度末には再度収入未済

の確認を行うなど二重チェックを基本として取り組んでいただきたいと思います。  

      次に、先ほど申し上げましたように収入未済で、町全体の収入未済額の表を２ページに

わたって記載してございます。右のページのところにわたりますけれども、総額で見ます

と、今年の令和２年度の未済額は１０ .６億、前年が９.８億ということで、約８,０００

万円未済額が全体としては増えたというものであります。これも、私も先ほど言いました

ように、いろいろ納税猶予等の関係もあって厳しい状況であったというふうに思いますけ

れども、引き続き収納につきましてはご努力いただきたいと思います。  

      ２番の歳出についてであります。健全財政に向けまして、地方債の新規発行の抑制が鋭

意努力されているということが認められます。しかし、地方交付税の合併算定による加算

措置が平成２８年度から段階的に削減されまして、令和３年度からは完全に一本算定にな

るわけであります。小・中学校の統合計画、これが進行しているほか、橋梁やため池等の

長寿命化の対応、あるいは老朽化施設における改修等の必要性、こういったものもできて

きておりまして、厳しい財政運営が想定されているわけであります。個別の事務事業の必

要性、重要性につきましてさらなる検討を進め、保有する未利用資産などの売却あるいは

貸付けを図るなどについて、少しでも経費が削減できるように対応を進めていただきたい

と思います。 

      ３の積立基金であります。令和２年度におけます普通会計の積立基金は、総額７１ .８

億円というふうになりました。前年度に対しまして約１.７億円の減でありまして、前年

比９７.７％でありました。この中で財政調整基金につきましては、前年を３ .９億円下回

ったわけでありますけれども、その他の特定目的基金、これは２ .２億円積立て増となっ

ております。これはコロナ禍における事業の縮小、中止等によることが大きいのではない

かというふうに見られますけれども、今後も社会保障費、施設維持費等財政運営に大きな
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影響を及ぼす各種の費用負担というものが想定されておりまして、適切な基金運用により

安定した行政運営が図れますよう管理を徹底していただきたいと思います。 

      ４番の補助金、請負契約等の各種書式管理についてであります。例年、公正な予算運用

がなされているかという観点で、各事業の中から試査の形で表記事業についての監査を実

施しております。この中で、起工日から業者選定、あるいは交付申請から交付決定、これ

らを経まして精算という流れになるわけでありますけれども、この一連の業務に係る帳票

等の提示説明を受けたわけであります。基本的には過誤なく予算執行が行われたというこ

とは確認できました。ただ、一部事務事業につきましては、書式の扱い方などにつきまし

て担当者の認識の違いなども若干散見されたということがありますので、今後とも統一的

な対応が図れますよう望みたいと思います。  

      ５番の行財政運営と適正な行政執行について。これまで、町では財政の健全化のために

行財政改革に取り組んできておりまして、特に人件費の削減、これを一つの大きな柱とし

て鋭意取り組んでいただきました。一定の成果を上げてきておるのは事実であります。当

面、現在の職員数を維持しつつ町政を担っていくものというふうに思われますけれども、

これまで当町における職員数は類似団体の中から見るとまだ多いという見方をされてきま

した。 

      そして、ただ一方では、国が作成した「第１０次定員モデル」によりますと、適正な定

員管理数が現在の職員数よりも約２０人ほど、このモデルよりも少ないという状況も提示

されております。行政需要の多様化ということは今後とも想定されるところでございまし

て、また、国や県等に係る新たな施策やこれに伴う補助事業、こういったこれまでにない

事務事業を推進する必要性も生じてくるんではないかというふうに思われます。  

      こうした中で、事務事業の統廃合あるいは縮減につきましては、これまでの検討結果を

受けまして一部取り組まれたものもあると思いますけれども、多くの成果を上げるまでに

はまだ至っていないというのが実態であろうかと思います。対応の仕方では実現可能とな

るものを導き出しながら、変化する社会情勢に適応できる体制の確立というものが求めら

れております。適正な行政規模と少数精鋭による行政運営、これは不可欠でありまして、

今後とも経費の削減、事務効率化、人員配置の適正化等に向けてしっかりとした取組を期

待したいと思っております。  

      次、６番の地域で支え合う福祉の実現であります。町における高齢化の進展、あるいは

地域住民が抱える課題の複雑化というものが年々進んできておるわけでありまして、これ

までのいわゆる行政の在り方というのは縦割りの行政というのが中心であったわけであり

ます。こういった縦割り行政の中では、なかなか十分な支援が行き届かないという現状が

生まれつつあるということであります。こうしたことを踏まえて、国では重層的支援体制

という形で、高齢者あるいは子供、障害者、これらの区分けをせずに、それぞれの地域に

おける関係機関や団体、あるいは住民も含め、一体感を持って、階層分けをしないで支援

が可能となる仕組みづくりを進めることになったというふうに聞いております。  

      これを踏まえて、町では令和２年度に地域力強化推進事業、約９２０万円を使いまして

アンケート調査等も行いながら、課題あるいは問題点を探るということをしてきたようで
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ありますけれども、令和３年度からの重層的支援体制整備事業への移行準備事業に向けて、

前段の事業として実施されたというふうに聞いておりますが、本格実施に向けて、何らか

の支援を必要とした、あるいは必要としているにもかかわらず自分から助けを行政に求め

たり、あるいは制度に対して申請するというのが難しい状況の人たちもいるわけでありま

す。こういった人たちに対しても、今後情報や支援を積極的に届けていく事業として期待

されております。そのためには、住民、我々一人一人も周辺地域を中心とする緩やかな見

守り意識、これを持つことによりまして、関係機関等と連携しつつ、きめ細やかな福祉が

実現されることを望みたいと思っております。これまでにない発想の事業として注視をし

たいと思います。 

      ７番の実効性のある獣害対策に向けてであります。みなかみ町における農林業、これは

もう言うまでもありませんけれども、利根川等の上流域にあることから水源涵養、それか

ら洪水の防止、土壌の浸食や崩落、崩壊の防止等、極めて重要な立場の中に農業というの

はあるわけでありますけれども、一方で、農業者の高齢化、それから後継者不足、あるい

は生産性の低さ、そして追い打ちをかけるように鳥獣害の影響等もありまして、農業から

離れていくという実態も出ておるわけであります。令和２年度の獣害による被害面積は７ .

６ヘクタール、これはほぼ前年と同じぐらいの規模でありました。これはまだ、その後の

侵入防止柵の設置の取組をはじめとして様々な事業というものが展開されておりまして、

これによる成果だというふうに見ております。  

      ただ、一方で、被害金額を見ますと、令和２年度の獣害の被害額は約１ ,３００万円に

も上ったわけであります。これまで大体毎年６００万円前後で推移してきたことから、比

べるとおよそ２倍の被害金額というふうになりました。これは果樹地帯、要するに単価の

高い農業地帯への侵入が大きな原因というふうに見られますが、野生動物が餌を求めて移

動していることの端的な表れであるというふうに思います。これまで捕獲や追い払いなど

の対策を講じてきておりますけれども、例えば追い払いは、その場所での効果はあっても

根本的な対策には至っていないというのが現実であろうかと思います。  

      こうした現状の解決に向けて、一つの方策としてドローンの利活用がかなり有効ではな

いかというふうに思われます。既に地域によってはドローンによる山への追い上げ、ある

いは猟友会とのタッグにより個体数の削減に成果を上げているという事例も聞いておりま

す。それぞれのシーンに対応できる機器の整備、開発というものが進んでいると言われて

おりまして、町においても毎年８０万円程度の追い払い費用を支出している、こういった

中で、一気にこれを全て解決することにはなりませんけれども、新たな手法の導入により

個体削減が可能となるか、今後の検討課題として取組を望みたいと思います。  

      特に捕獲関係では、毎年捕獲奨励金というものを出しておりまして、令和２年度は約１ ,

０００万出しております。二、三年前は５００万円ぐらいだったということを見ますと、

それだけ皆さんが一生懸命捕獲をしてくれておるという反面、それだけまた鳥獣害の出現

率が大きくなったのかなということが考えられますので、そういうご努力があるというこ

とは承知をしておりますけれども、いかにして追い上げ、捕獲、要するに個体の管理、こ

れをいかにするかということが大きな課題であろうというのが本旨であります。  
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      次の８番のまちづくりについて。町民アンケートによりますと「地域づくり活動に関心

がある」、あるい「地域づくり活動に参加したことがある」というふうに答えた町民がそ

れぞれ５０％前後で、例年大きな変化は見られておりません。一つには、地域づくり、あ

るいはまちづくりというアンケートによる言葉のイメージと、自分の生活の中でどの行動

がそういうことに結びつくかということのなかなか理解できない部分があるんじゃないか

というふうに思いますけれども、例えば自分の家の入り口のところに花を咲かせる、そん

な簡単な一つ一つがまちづくりの基本となるということへの認識と、そうしたことへの協

力の呼びかけなども意味があるんではないかと思われます。  

      そんな中で、令和２年度のまちづくり団体活動支援事業、これに対して８８７万円が支

出されました。これは現在のまちづくり協議会あるいは任意のまちづくり団体への補助金

でありますけれども、例年ほぼ同額程度で事業が継承されてきております。特にまちづく

り協議会につきましては、旧町村別にそれぞれ独自に活動を続けておりまして、これまで

景観整備や花の植栽、こういったものを中心とした美化活動、あるいは地域の歴史に係る

活動、それから子供たちの見守り等々、それぞれの地域に根づいた活動を続けておりまし

て、一方では緊急的、基本的、ハード面での事業もかなり整備されてきているんではない

かというふうに思われます。  

      その一端としては、毎回町報などにも紹介されておりますので、既に活動の成果につき

ましては周知のとおりであろうと思いますけれども、実績のある団体だけに、町における

今後の事業展開の中で、例えば先ほど言った６の福祉の状況、福祉のところですね。重層

的支援体制整備事業、これらを担う団体としての一翼を担う活動ができるのかどうか、そ

ういったことにも期待がされるんじゃないかというふうに思っております。協議会の意向

もありますから、そういったことも尊重しながら、新たな活動の一環として今後取り組ん

でいけるのか、町としての指導性にも期待をしたいと思っております。  

      ９番がＲＤＦ関係及びホロンタウン水道関係についてであります。ＲＤＦや遊神館に設

置されているボイラー関係、また、ホロンタウン水道関係につきましては、該当課におい

て引き続き対応していただいております。今後とも積極的な対応をぜひお願いしたいとい

うふうに思います。特に関係者との調整も重要になるわけでありますけれども、早急な解

決が望まれるところでございます。  

      以上、要望等含め意見としたところでありますけれども、本町の将来に向けて対応を望

みたいと思います。 

      令和２年度の決算につきましては、水道関係帳票及び証書類を照合し、その内容を試査

の方法により審査した結果、一般会計、特別会計及び企業会計を通じ、会計処理は適法、

適正であると認めたので、報告をしたいと思います。  

      最後になりますけれども、議員皆様の日頃の諸活動に対しまして大変敬意を表しますと

ともに、今後ともご活躍をぜひお願いをしたいとご期待申し上げまして、私からの決算審

査意見書の報告を終わらせていただきます。  

議 長（山田庄一君） 以上で決算審査の報告を終わります。  

      大変ご苦労さまでした。ありがとうございました。 
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      これより質疑に入ります。 

      認定第１号から認定第６号につきましては、後日、連合審査会を開催いたしますので、

詳細な質疑につきましては連合審査会にてお願いをいたします。  

      認定第１号、令和２年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定について質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて認定第１号の質疑を終結いたします。  

      次に、認定第２号、令和２年度みなかみ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて認定第２号の質疑を終結いたします。  

      次に、認定第３号、令和２年度みなかみ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて認定第３号の質疑を終結いたします。  

      次に、認定第４号、令和２年度みなかみ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて認定第４号の質疑を終結いたします。  

      次に、認定第５号、令和２年度みなかみ町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて認定第５号の質疑を終結いたします。  

      次に、認定第６号、令和２年度みなかみ町水道事業会計決算認定について質疑はありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて認定第６号の質疑を終結いたします。  

      お諮りいたします。 

      認定第１号、令２元年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定についてから認定第２号、

令和元年度みなかみ町水道事業会計決算認定についてまで、以上６件は、委員会議案付託

表のとおり所管の常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、認定第１号、令和２年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定についてから認

定第６号、令和２年度みなかみ町水道事業会計決算認定についてまで、以上６件は、委員

会議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。  

──────────────────────────────────────────── 
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日程第２２ 議案第５０号 令和３年度みなかみ町一般会計補正予算（第３号）について  

      議案第５１号 令和３年度みなかみ町下水道事業特別会計補正予算（第１号）について  

      議案第５２号 令和３年度みなかみ町水道事業会計補正予算（第１号）について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第２２、議案第５０号、令和３年度みなかみ町一般会計補正予算（第３

号）についてから議案第５２号、令和３年度みなかみ町水道事業会計補正予算（第１号）

についてまで、以上３件を一括議題といたします。  

      町長より提案理由の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議案第５０号から第５２号まで、一括して説明をさせていただきます。  

      まず議案第５０号、一般会計補正予算からご説明申し上げます。  

      既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７,６１１万４,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４５億８,２７９万２,０００円とするものです。 

      歳出補正の主なものは、２款総務費では、１項総務管理費９７６万円の増額は、普通財

産管理事業４４０万円、ドローンスクール誘致事業２５０万円が主なものです。 

      ６款農林水産業費では、１項農業費の７１５万円の増額は、月夜野ハーベストの管理運

営事業です。 

      ７款商工費では、２項観光費の１,７９４万９,０００円の増額は、観光庁所管の新規事

業として新たな旅のスタイル促進事業４００万円と、観光拠点魅力創出事業１,２９４万

９,０００円が主なものです。 

      ８款土木費では、２項道路橋梁費の６１０万円の増額は、単独道路改良事業２２０万円

と、消融雪施設維持管理事業３９０万円です。  

      １０款教育費では、１項教育総務費の２ ,４００万円の増額は、小・中学校統合推進事

業費です。５項社会教育費の１,０００万円の増額は中央公民館改修事業で、６項保健体

育費の１１５万５,０００円の増額は体育施設管理運営事業です。  

      また、財源となる歳入補正は、地方交付税９１５万３ ,０００円の増額、国庫支出金１,

６９４万９,０００円の増額は、繰入金２,４００万円の増額、繰越金７,５３１万２,００

０円の増額及び町債４,９３０万円の減額です。 

      地方債補正につきましては、第２表のとおりでございます。  

      次に、議案第５１号、下水道事業特別会計の補正予算についてご説明申し上げます。  

      既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６００万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ８億３,９００万円とするものです。 

      歳出補正は、２款下水道事業費、１項公共下水道費の６００万円の増額で、公共下水道

維持管理事業です。 

      また、財源となる歳入補正は、町債６００万円の増額です。  

      地方債補正につきましては、第２表のとおりであります。  
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      以上が下水道事業特別会計の補正内容であります。  

      最後に、議案第５２号、水道事業会計補正予算についてご説明申し上げます。  

      資本的支出につきまして、建設改良費を４７９万６ ,０００円増額し、総額２億７,６７

９万６,０００円とするものです。 

      以上が水道事業会計の補正内容であります。  

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了いたしました。  

      お諮りいたします。 

      議案第５０号、令和３年度みなかみ町一般会計補正予算（第３号）についてから議案第

５２号、令和３年度みなかみ町水道事業会計補正予算（第１号）についてまで、以上３件

の質疑以降について、後日の本会議において審議したいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第５０号、令和３年度みなかみ町一般会計補正予算（第３号）についてか

ら議案第５２号、令和３年度みなかみ町水道事業会計補正予算（第１号）についてまで、

以上３件の質疑以降については、後日の本会議において審議することに決定いたしました。  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） ここで暫時休憩いたします。再開を午後１時とします。 

（１１時２４分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 

（１３時００分 再開）  

議 長（山田庄一君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２３ 一般質問 

 

通告順序１   ６番 窪 田 金 嘉   １．一般質問３年間を検証その１  

 

議 長（山田庄一君） 日程第２３、一般質問を行います。  

      一般質問については、５名の議員より通告がありました。  

      本日は２名の方の質問を順次許可いたします。  

      初めに、６番窪田金嘉君の質問を許可いたします。 

      窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） ６番窪田、議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問

をさせていただきます。 

      議題は、一般質問３年間を検証ということでございます。  

      私は今回、この９月で４年目を迎えます。本当に早いなと思うんですけれども、議長と
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のやりとりの中で、今回はもう、今回で１２回目です。１２回やり合っています。とても

楽しくやってきましたけれども、当時、私が初々しいときの議員になったばかりが平成３

０年１２月、お聞きした内容が、当時高齢社会における働き手激減の具体策、それからユ

ネスコエコパークの取組についてですね。それで、生産年齢人口ではなくて働き手の人口

を聞いているのがちょっとみそなんですね。  

      鬼頭町長に初めて質問したときに、未来への責任についてでした。それで、町長はこう

答えています。子育て支援の充実、産業の振興、Ｕターン、Ｉターンの支援、教育環境の

整備、生活環境の解決、安全・安心のまちづくり、優しいまちづくり及びみなかみユネス

コエコパークの取組にスピード感を持って実行していくことが、その総仕上げが未来への

責任につながるとおっしゃいました。  

      地方自治体は二元代表ですから、執行機関は町長だけです。方向性を決める権限も町長

ですから、かじ取りを間違えますとみなかみ丸、船に例えますとみなかみ丸は荒波にのま

れて沈んでしまうと思います。町長の考え方一つで勝ち組になるか負け組になるか、町長

の決断に町民の幸せがかかっているというふうに私は思っています。  

      平成３０年９月、あれから丸３年が経過しました。私も残り１年です。町長もあと１年

ちょい。そろそろ総仕上げの時期に来ているんじゃないかなというふうに思っているんで

すね。それで、これまでの取組、どんな施策を練ってきたのかなと。それから、もう一つ

は、施策を練る場合において、町長の考え方がとても重要になってくるんですね。そこで、

今回は、町長がどんな考え方で行財政運営を進めてきたのかをちょっとお聞きしたいなと

いうふうに思っております。 

      最初に聞くのは、ちょっと軽い話なんですけれども、町の経済を支えるには生産年齢人

口を考える必要がありますよね。そこで、生産年齢人口は１５歳から６４歳までというふ

うに書いてあるんですが、この１５歳から６４歳が生産年齢という考え方が、どうも私は

時代に合わないと思っていまして、町長はどんなふうに考えているのかなということがま

ず一つですね。 

      この数字にこれは、１５歳から６４歳というと、数字に惑わされたり数字のマジックで、

我が町は働き手がまだたくさんいるというふうに解釈しかねないと思っています。私の臆

測ですと、大体３,０００人ぐらいじゃないかと。働き手という考えですね。生産年齢人

口じゃないんですけれども。実際には、僕の働き手というのは家族を支える大黒柱という

概念なんですね。１９９７年以降、共稼ぎが増えまして、今では当たり前なんですけれど

も、共稼ぎが。それで、どうして共稼ぎになったかというと、その１９９７年をピークに

して平成時代のデフレが大黒柱の収入を激減させてきた。共稼ぎで働かなければ家族を養

えないという状況に追い込まれたということです。  

      私が考える働き手は、今言ったように本当に働いている大黒柱というところなんですね。

ただ、この生産年齢人口が１５歳から６４歳という考え方ですけれども、思うに、私より

５歳ぐらい下の６０年ぐらい前、中学を卒業して都会へ就職に行った子供たちは金の卵と

たしか呼ばれていたんですね。町長の時代ですか。ちょっと上ですか。映画でいうと「三

丁目の夕日」、演歌では井沢八郎の「あゝ上野駅」かなと思ったんですね。それで、今の
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時代だとちょっと１５歳から働くんではなくて、１８歳か二十だと思いますし、それから、

共稼ぎで、さらに高齢者も今働いていますんで、実際に家族を支えている大黒柱の年齢と

いうかは、生産年齢人口の数値よりも少し少ないんじゃないか。生産年齢人口は大体今、

予想ですけれども９，７００人ぐらいじゃないかなと僕は思っているんですけれども。  

      この町の経済を支える本当の働き手、実際は何人ぐらいいるのかな。実態を知ることで

町長の考え方が確固となるので、働き手の考え方を聞こうかなということでお願いいたし

ます。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇）  

町 長（鬼頭春二君） 窪田議員の質問にお答えいたします。 

      まず、働き手がどのくらいいるかというくくりの中で、生産年齢人口とはと。これは経

済用語の一つで、労働意欲の有無にかかわらず労働に従事できる年齢人口のことを言って

おります。日本では１５歳から６４歳、先ほど窪田議員がおっしゃったとおりの年齢に該

当する人口を生産年齢人口というふうに言っています。  

      国勢調査によるみなかみ町の生産年齢人口は、男女計で平成１７年が１万３ ,５８２人、

平成２２年が１万２,２２４人、平成２７年が１万４７４人です。  

      一方、生産年齢人口と混同されやすい統計に労働力人口というのがあります。これは、

１５歳以上で労働する能力と意思を持つ人口を言います。労働力人口には、就業者のほか

完全失業者も含みます。また、労働力人口は、１５歳以上であっても非労働力人口として

いる家事を行う者や学生及び老人などは含みません。 

      国勢調査によるみなかみ町の労働力人口は、男女計で平成１７年が１万２ ,６１０人、

平成２２年が１万１,３６７人、平成２７年が１万４６６人です。生産年齢人口と労働力

人口を比較すると、労働力人口は平成１７年が９７２人、平成２２年が８５７人少なかっ

たわけですが、平成２７年はほぼ同数ということになっています。 

      令和２年の調査結果を見ないと何とも言えませんけれども、非労働力人口としている家

事を行う者や老人などが近年は就業したためではないかと推測されます。実際に高年齢に

なっても窪田さんみたいに元気で働いている方もいらっしゃいますから、そういう方が多

く出てきています。また、公務員も定年を６５歳にしようという話も出ています。そうす

ると、どんどんやっぱり労働力人口というのは増えていくのかなというふうに思います。  

      本当の働き手がどのぐらいいるのかは統計数値から把握するしかありませんが、労働力

人口のほうが調査項目からすると本当の働き手に近いのかなというふうに思っています。  

議 長（山田庄一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） 丁寧に説明していただき、ありがとうございます。もうちょっと軽く言って

くれるのかなと思ったんですけれども、堅いなという感じがちょっとしましたけれども、

でも、よく分かりました。ありがとうございます。  

      次に、町の経済を支える生産年齢人口は、３年間でどのぐらい減少しているんでしょう

かと。減少しているとしたら、３年間で歯止めをかける策を講じてきたんでしょうかと。
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それで、外国人の人口は対象外にしたいと思いますと僕は思っているんですね。外国人の

意外と人口は多いんですよ。それで、１万８,０００人を境に、外すと１万７,０００人台、

入れると１万８,０００人台だと僕は認識を今していまして、意外と多いなと。それで、

３年間で、僕の臆測ですよ、どのぐらい減ったか。  

      前も聞いていまして、大体年間４００人ぐらい減少しているというふうに僕は、大体前

後でそのぐらいかなと。それで、３年間だから大体１ ,２００人ぐらい。生産年齢人口は

大体５０％ちょいなんですけれども、今もうちょっと低くなって６００人ぐらいなのかな

と。そうすると、みなかみ町から消えていく消費、年間消費額、これが大体１６億円。こ

れを計算して、びっくりして、恐ろしい数字だなと思ったんですが。  

      僕がちょっと気になっていたのが、令和２年度の主要施策の成果報告書に７６９の事業

を記載しているんですが、成果が出ていないとしたら理由があるはずなんだなと思ったん

ですね。それはまさしく町長の考え方一つじゃないかなというところを僕は考えていまし

て、主要施策の成果報告書の中にＫＰＩ、つまり重要業績評価目標、もしくは重要達成度

指標なんですね。これがどうも僕はよく理解しにくい、くせ者かなと思っているんですね。  

      というのは、ＫＰＩというのはキー・パフォーマンス・インジケーターなんですけれど

も、最終的な目標を達成するための過程を計測・評価する指標のことで、ＫＧＩ、キー・

ゴール・インジケーター、重要目標達成指標ではないんですね。目標が業績評価と達成度

なんですね。この辺がちょっとよく分かりにくいんですよ。それで、結果を問われない仕

組みになっているんじゃないかと。大体、民間で、我々でしたら評価なんかいくらしても

結果が出なきゃ会社は潰れますから、この辺がどうもなかなか３年間で、僕一緒にいます

けれども、目に見えた実績というのが見えにくかったかなと。  

      ＫＧＩというのは、明確な明確な指標をまず立ててからＫＰＩに設定するのが正しい手

順なんですね。ということは、町長がＫＧＩを決める考え方が鍵なんですね。だから、こ

の辺はどうかなというのを聞きたいんですが、最初の何人ぐらいかなと、大体僕の臆測と

一緒かなというのを聞こうかなと。よろしくお願いいたします。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 生産年齢人口がどのくらい減っているかというご質問ですよね。  

      平成２７年の国勢調査結果を基盤として住民基本台帳の移動数を加減して算出した統計

に、群馬県の年齢別人口統計調査結果というのがあります。この調査結果の生産年齢人口

は、平成２９年が９,７６１人で、平成３０年が９,４０９人、令和元年度９,０９６人で、

令和元年と平成２９年を比較すると６３５人減少しています。この間は総人口も減少して

いることから、生産年齢人口も減少しているというふうに思っています。  

議 長（山田庄一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） 大体、僕の予測とやや同じですよね。そんな感じでこれからずっと減ってい

くと非常に厳しいなというふうには思うんですけれども、ぜひとも何か歯止めをかけてい

ただいて、この１年で施策を練っていただくとうれしいなというふうに思うんです。  

      その施策を練るということなんですが、３番目の質問なんですけれども、町長は若い共
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稼ぎの人たちが働き続けられるために保育・幼児教育、学童支援、子育て支援を今以上に

充実させ、働き手の人口減少に歯止めをかけたいというふうに当時述べたんですね。町長

が考えている働き手とは、さっき言いました家計を支える脇役も働き手というふうに考え

ている。そこがちょっと僕と視点が少し違うかなと思っておりますが。  

      保育・幼児教育、学童支援、子育て支援は、僕が思っている大黒柱がしっかりと、働き

手がしっかりと家計を守ればこういう問題はおのずと解決していくと。要は１９７０年前

の母親が子供を育てるというあの時代に戻れと言うんじゃないんですけれども、そういう

形になるとこういう問題は自然に解決していくだろうというふうに僕は考えます。そうす

ると、町長の施策に、働き手の所得がとても重要になってきます。これが先ほど言ったＫ

ＧＩ、キー・ゴール・インジケーターを明確にできるという、そういうことになると僕は

考えているんですね。 

      町長がこの保育、それから学童支援とか子育て支援というふうにおっしゃった内容は、

僕はもうそのとおりだと思うんですが、働き手が町内で住み続けられる条件はまだほかに

あるんではないかと。もっと働き手が望んでいる条件は何かなと考えたときに、町長にち

ょっとそれも聞いてみようかなというふうに思いましてここで質問しているんですが、大

体、町長は僕の当時の、平成３０年１２月のときに、対策は早急に考えなければならない

と述べたんですね。それで、早急に考えると言われたあれから３年が経過したんです。そ

れで、対策が進んでいるのかな、いないのかとよく分かりませんが、そろそろ僕たちは仕

上げの時期に来ているんじゃないかなというふうに思っていまして、ちょっと仕上げてい

ただこうかなということで質問したんですけれども、いかがお考えですか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 働き手をいかに増やしていくかというお話だと思うんですけれども、平成３

０年のときと今とあまり変わっていないじゃないかというご指摘かもしれませんけれども、

行政はやっぱり一歩ずつこうやって新しい施策を打って、皆さんに住んでいただけるよう

な条件をつくっていく、そういうのが基本だと思うんですね。いきなり大風呂敷を広げて

やりましょうという、そういうわけにはなかなかいかないんだと思う。  

      今までもやはり総合的に若い人も含めて町に住んでいただけるような施策を展開してい

こうということで、まず一番分かりやすいのが子育て支援の充実をやっていきましょうと

いうことで、住宅整備の補助金を出したり子育て支援の包括支援事業をやったり、医療福

祉の事業も高校生の入院医療費の無償化をしたり不妊治療助成事業をやったり、また、今

年度からは月夜野地区に第二学童クラブというのを開設しました。そういったことを一つ

一つ積み上げて、皆さんに来ていただくような条件を整備していくというのが行政の役目

かなというふうに思っていますので、そのほかにも幾つかいろんなことをやっていますけ

れども、いろんなことをやりながら環境整備をしていって、多くの方にみなかみ町に来て

いただきたい、そういう方針で、考えで今までも取り組んできた。これからも、残り１年

しかないじゃないかと、それは１年は１年で、行政というのは継続していくものだと思い

ますので、そういったことで私はやっていきたいなというふうに思っています。  

議 長（山田庄一君） 窪田君。 
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（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） これは今言ったＫＰＩとＫＧＩの関係なんですけれども、僕はやっぱり町長

はＫＧＩ、キー・ゴール・インジケーターをばちっとやる。今の説明は何となくＫＰＩだ

と思うんですね。キー・パフォーマンス・インジケーターのほう。プロセス、だんだんよ

くなるみたいな。だから、できれば町長、あと１年でＫＧＩをがちっと、これをやろうと

いうふうに言っていただくとうれしいなと。 

      それの次の質問がちょっとそういうところに入っているんですけれども、私は前から、

この町を救う資源は温泉と申し上げているんです。もともと旅館の親父ですから、温泉で

食っているわけですから、温泉のすばらしさは身をもって体験しております。これが私の

ＫＧＩなんですけれども、この原点がね。  

      この町が生き抜く資源とは何か、何をもって食っていくのかということを示すことがＫ

ＧＩだと僕は思っているんですが、温泉について言いますと、２年前に町長に書面で一度

出しているんですけれども覚えていないでしょう、忘れているでしょう。きっと総合戦略

課の課長は覚えていますよ。ですけれども、まあいいです、忘れていただいて。  

      そこで、働き手が快適に住める環境として、僕は自分の家で温泉が楽しめているんです

けれども、これが全家庭とは言いませんけれども、できれば温泉が家庭で楽しめるという

のが一つ。それから、新築を建てることが条件なんですけれども、土地は２０年間無償提

供、貸与。それで、２０年後に無償で譲渡。土地はいっぱい余っていますから。群馬県一

ですからね、面積は。この場合、年齢制限をちょっとしなきゃいけないなと思っているん

ですけれども。 

      また、質問の中で、３人目さんは毎月給付金という、これは覚えていますよね。覚えて

いただくだけで結構です。それで、安心して働ける職場づくりについては、僕は温泉を核

とした事業展開や、それから、温泉があり、炊事場ができる場所が災害時の避難場所にな

るというような案は優しいまちづくりにつながるんじゃないかと思っているんですけれど

も、これは町長のお考えをちょっと聞きたいなと。  

      あと、アフターコロナのまちづくりについては、こういう考え方は面白いんじゃないか

なと思っていますし、それから、若者夫婦には大変魅力的に見えると思いますね、こうい

う案は。それで、魅力あるまちづくりには、若者たちが集まってくる条件を満たすことが

僕は大事だと思っています。大切だと思っています。若者たちが田舎暮らしを楽しめる環

境を、みなかみ町は既に資源は持っているんですね。  

      ただ、皆さんが気づいていてやらないのか、気づいていないのか、これは分かりません

けれども、令和２年度の主要施策の成果報告書７６９の事業を見ますと、温泉の二文字は

書いていないんですね。それで、温泉は僕はこの町の根幹だと思っています。この辺をち

ょっと、温泉絡みのこの話ですけれども、どんなものでございますかね。お願いします。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 窪田さんのおっしゃるように、家に温泉を引いて家でも入れるような状況と

いうのは、本当にいい環境だと思うんですね。私もぜひそういう環境に住みたいなと思っ

ても、なかなかそういうところに土地がないものですからそういう環境にはないんですけ
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れども、猿ケ京には確かに温泉がいっぱいありまして、個人の住宅でもお金を払えば温泉

を引けるんですよね。そういうところに住みたいなと思うけれどもなかなかそういう環境

にないんで、私は住めていないんですけれども、昔から比べれば日帰り温泉が増えて、個

人の旅館とかホテルも日帰り入浴ができたり、入浴に関する条件というのは私が子供の頃

から比べれば、随分環境は変わったなというふうな気はしています。  

      環境がよくなったから温泉に入りに行っているかというと、なかなかそこまでつながっ

ていないんですけれども、それはやっぱり時間とかお金とかいろんな制約があって行けな

くなっているのかなと思う。確かに、温泉に入ってのんびりしておいしいものを食べてい

たら本当に優雅な生活をしているなという気になって、体の動きも楽になりますので、実

は、本当はやっぱりそういう時間もお金も余裕ができるような社会になっていけばいいの

かなという気持ちはあります。  

      先ほど窪田さんの言った新築用地の無償譲渡とか、及び一定期間を経て無償譲渡の事例、

無償譲渡したらどうだというお話がありました。こういったことを東京の奥多摩でやって

いるらしいですね。町も遊休町有地の活用と併せて検討はしてみたいと思うんですけれど

も、なかなか現実的に難しいかなという気はしていますけれども。  

      ３人目の給付金はいいですね。基本的には考え方は変わっていません。  

議 長（山田庄一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） あまりよく聞こえなかったんですけれども、まあ頑張ってやってくださいと

いう感じです。要は、一つでもいいんですよ。若者が「おっ」と思うようなものがあれば、

それで引っ張ってこれると思うんですね。  

      それで、町長がＫＧＩ、つまりキー・ゴール・インジケーターで今年は１００世帯増や

すぞと、おまえらやれというふうに言ってくれれば、わっと動くんじゃないですかね。で

すから、何かきちっとこう言ってくれるとうれしいですね。１００じゃなくて５０でもい

いですけれども、そういうふうに思います。  

      次のじゃ質問なんですが、次の質問も、町長が生活環境の解決ですか、それから、安

全・安心のまちづくり、優しいまちづくりを述べておりますが、この安全・安心のまちづ

くりと優しいまちづくりはどのようなまちづくりなのか、ちょっと考え方をお聞きしたい

なということと、それから、生活環境の解決という、何を解決するのかなというのがあま

りよく僕は抽象的で理解できなかったんですが、安全・安心のまちづくり、優しいまちづ

くりは、町民の心が豊かになると自然につくられていくと思うんですね。要するに、心が

豊かになったり所得が豊かになる。  

      現実は、先行きの不安。特に僕は高齢者ですから、今まで一緒にいた、生活していた伴

侶とか、それから隣の親しくしていた人たちがこの世から去っていくという、こういう、

こんな寂しい現実が今僕の周りにも起きているんですね。  

      それで、町民の心の支えというのは、町長が今提唱されている安全・安心のまちづくり、

優しいまちづくりの実現じゃないのかなと。だから、ぜひ残り１年でこの安全・安心のま

ちづくり、優しいまちづくりを実現していただけるとうれしいなというふうに思っている



R3-4（9.7）第 1号 

－47－ 

んですが、いかがでございますかね。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 安全・安心のまちづくりとか優しいまちづくりというのは今までも言ってき

ましたけれども、今、今年、防災無線の連絡網を整備して防災情報配信システムを来年の

春から本格稼働しようということで取り組んでいます。これも一つは安心のまちづくりに

つながるのかなというふうに思っています。  

      それから、防災対策の強化については、総務課の中に危機管理室を設置しました。やは

り人員も増やして組織規模をして、町民の皆さんが防災に遭ったとき、遭わないような対

策を考えていきたいというふうに思っています。 

      また、優しいまちづくりについては、これも前から言われているんですけれども、高齢

者とか生活弱者だけでなく観光客のためにも、交通手段をカバーできるようなデマンドバ

スとかリンクルバスの導入の推進を検討はしてきても、なかなか具体化していませんけれ

ども。ただ、高齢者の買物支援として、地域運行業に限定して乗合タクシーを導入して解

消に努めています。観光客のためにもなる交通手段は、役場内に検討委員会を発足して、

今後は関係機関を含めて具体化、具現化を検討していきたいというふうに思っています。 

議 長（山田庄一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） 僕が考える安全・安心のまちづくりとか優しいまちづくりというのは、どち

らかというと僕はやっぱり民間の人間なんで、所得の向上とか、どんどんそういうふうに

考えがちなんですね。町長の言うのも一つのまちづくりなんですけれども、僕の考えてい

るまちづくりはちょっとそういう方向なんですね。  

      ですから、次の質問もそういう流れの中の質問になってしまうんですが、安全・安心の

まちづくり、優しいまちづくりの実現には町の財政が大きく関わっていると僕は感じてい

まして、３年前と今期と財政状況が大きく変わっているのはよく分かっています。３年前

は合併特例債、合併措置法でまだ支えられていた時期だと思うんですが、現在は一本算定

ですから合併の恩恵はないわけですよ。さらに、コロナで思わぬ支出が、僕は割と頂いた

側なんですけれども、町内で経済状況が悪化しています。  

      それで、ちょうど今回令和２年度の決算書も頂きましたので、安全・安心のまちづくり、

優しいまちづくりの実現が可能な現状か、財政状況なのかというのをちょっとお聞きしよ

うかなと。できれば町民の、高齢者でもいいんですけれども、所得が上がるとうれしいな

と、そういう施策が欲しいなと前から思っているんですけれども、逆に一つ、財政のほう

もどうかなということで、お聞きしたいということで。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 財政の状況なんですけれども、財政調整基金ですけれども、合併後の平成１

８年度の決算では１０億８,０００万円でありました。その後少しずつ増やしていって、

平成２７年度の４０億６,０００万円をピークに、令和元年度は３１億７,０００万という

ふうになっています。そして、令和２年度決算で２７億８ ,０００万円になりました。 

      特定目的基金と合わせた基金全体の状況を見てみますと、平成１８年度は２４億円、ピ
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ークは財政調整基金と同じく平成２８年度の７９億５ ,０００万円、令和２年度は７１億

８,０００万円です。 

      平成２８年度と令和２年度のそれぞれの基金を比較しますと、財政調整基金は１２億８ ,

０００万円の減、基金全体で見ますと７億７ ,０００万円の減というふうになっています。

一部、財政調整基金から特定目的基金に振り替わっているものもありますが、いずれにし

ても財政調整基金が減少している状況でありますので、緊張感を持って財政運営に当たっ

ていきたいというふうに思っています。  

      先ほどの質問でお答えした安心・安全のまちづくり、優しいまちづくりは、既に実施し

ているものもありますが、財政状況を踏まえながら実行していきたいというふうに思って

います。 

議 長（山田庄一君） 窪田議員も、もう少しマイクから離れないように発言のときにやってもらえ

ますか。途切れちゃうんでね。  

      窪田議員。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） 年取って声がしゃがれて、あまり聞きづらいんじゃないかな。  

議 長（山田庄一君） しっかり言ってください。 

６ 番（窪田金嘉君） 分かりました。頑張ります。 

      財政が若干将来的に厳しいということはもう僕も百も承知で、ですから、できれば自主

財源を増やそうじゃないかと、無駄な財政支出はしたくないなということで、いろいろ僕

も提案したり企画書を出したりしたんですけれども、あと残り１年ですし私も年ですから、

頑張れるかというとそうでもないので、町長にお願いしちゃおうかなということでよろし

くお願いします。 

      次の質問なんですけれども、やっぱり安全・安心のまちづくり、優しいまちづくりの実

現では、財政を支える町全体の産業振興が鍵になるんですね。そこで、素朴な質問なんで

すけれども、町長が公約している町全体の産業振興に関して、町長の産業振興論、考え方

をちょっとお聞かせいただいて、僕と似ているとうれしいなとちょっと思っているんです

けれども、よろしくお願いします。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 町の基幹産業は農業と観光だというふうに思っています。農業は地域の皆さ

んがこれまで脈々と築き上げてこられた地域の営農、農地、それを取り巻く伝統や文化、

自然景観などと一緒に、子供や孫の世代にしっかりと引き継がなければならないと思って

います。そのためには、農地の集積や集約化について地域の皆さんと一緒になって取り組

む必要があるというふうに考えています。  

      町としては、町内を１２の地区に分けて作成した、実質化された人・農地プランにより

明らかになった課題と方針に沿った取組を推進していきたいというふうに思っています。

また、高付加価値化、６次産業化、海外輸出を進めるなど販路の拡大を進めながら、新規

就農者の獲得や耕作放棄地の解消に努めていきたいというふうに思っています。  

      観光は、観光資源を充実することや磨くことが大切だと思っています。健康アクティビ
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ティーや飲食、宿泊などを組み込んだ健康プログラムを開発し、ヘルスツーリズムの推進

もその一つだと思います。また、コロナ禍でテレワークなど新しい働き方が急速に進む中、

余暇と仕事を組み合わせたワーケーションの需要動向を見るため、真沢ファームにおいて

実証実験に取り組みます。また、町内に点在する１８の温泉地をみなかみ１８湯として、

グループブランドの構築を進めてきました。今後、みなかみ１８湯をどのように展開する

かの検討が必要ですけれども、合わせて温泉地の魅力づくり及び基盤づくりによるにぎわ

い創出も大切なことだというふうに思っています。  

      観光振興の主役はあくまでも民間の事業主体ですけれども、観光データの集積と分析、

またデータに基づく政策の立案、観光インフラの整備、関係者との調整等、行政が果たす

べき役割は大きいというふうに思っています。  

      少し抽象的ですけれども、みなかみ町全体がユネスコエコパークとして登録された背景

や価値は、農業や観光をはじめ町民の生活そのものと考えています。その価値を各方面で

磨き、高めることが、産業の活性化や持続可能な社会の実現につながっていくのではない

かというふうに考えています。  

議 長（山田庄一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） そういう施策は非常に重要だと思います。僕なんかは、もうちょっと具体的

に考えると、温泉地において単純に１３０万人観光客集客を目指そうとかそういうことで

はなくて、もう今や町民にとってどのような経済的、社会的効果につながるのかというこ

とをやっぱり考える時期に入ってきているんですね。ですから、民と官の考え方は違うん

でそれはいいんですけれども、それが一緒になって新しいまちづくりができれば僕はうれ

しいなと思っているんですね。  

      その具体的な質問の一つが次なんですが、これがちょっと小さい話なんで、この小さい

考え方の違いで行政の方向性が思わぬ方向へ行って、引っ張られちゃうんじゃないか。そ

れから、その考え方の違い、僕と町長のちょっとした考え方の違いがやっぱり理解し合う

環境を妨げちゃうようなふうに僕はちょっと思っていて、一つの例を挙げてお聞きしたい

と思うんですが、私は温泉を核としたまちづくりが町民の暮らしぶりを変えると前から言

っているし思っているんですね。  

      そこで、町営温泉三峰の湯、これは観光施設ですかという質問なんですね。私は観光施

設ではないと思っているんです。というのは、観光施設であればちょっとあまりにもお粗

末な建物で、駐車場も狭くて入り口も入りづらくて、お客様に非常に不親切というふうに

僕は見えたんですね。これが観光施設というのであれば、これはちょっときつい言い方な

んですけれども、みなかみ町の観光が衰退していく象徴に見えるんですね。要するに、行

政側の皆さんの考え方がそういうところじゃないか。ＫＧＩじゃなくてＫＰＩまでだから

じゃないかなというふうに僕は感じていたんですね。 

      温泉法の第１条、温泉を保護し、温泉の利用の適正を図り、もって公共の福祉の増進に

寄与することが目的ということで造ったんではないかな、町民の健康と癒やしを町長、行

政が思って造ったんではないかなと、そういう施設ではないかなというふうに僕は想像し
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ているんですね。その辺はどういうお考えかなと。  

      それに似た施設はたくさんありますよね。そのたくさんあるところで、ほとんどが赤字

ですよね。できれば、僕はこの議員であるときに黒字に変えたいなと思っていろいろ聞い

てきたんですね。それから、提案もしました。企画書も出しました。ですけど、あと１年

なんで、さっき言ったように町長にお任せしたいと思っているんですね。よろしくお願い

します。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 町営温泉センター三峰の湯は、平成３年２月に月夜野町営温泉センターとし

て開所しました。開所式の挨拶の中では、温泉資源を利用して住民の福祉の向上と健康保

持・増進、地域の活性化を図るべくとあります。やはりご指摘のとおり町民のために造ら

れた施設というふうに思っています。ただし、みなかみ町新設以降は、施設の維持に町外

者の利用を対象としていますので、施策上の扱いは観光の振興というふうになっています。  

議 長（山田庄一君） 窪田君。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） 考え方が一緒でよかったと思っているんですけれども。ただ、これから観光

と考えるならば、たしかあそこは望郷ラインですよね。僕の記憶、そうですよね、あれね。

望郷ラインじゃなかったですか。その先は川場ですよね。川場は、１８０万人俺のところ

は来ているんだと豪語していますよね。できれば１０％、１８万人をこっちに引っ張るよ

うな、あそこを拠点にしたら、月夜野地区の人たちは今より５万円ぐらいはプラスできる

ような生活ができるんじゃないかというふうに想像しているんですけれども、無理かなと

思うんですけれども。 

      これは最後の質問になります。  

      今回のコロナ感染騒動で大きな痛手を受けているのが町全体ではありますし、特に旅館、

飲食、酒屋、厳しい状況下に置かれたんですね。さらに、８月２０日から緊急事態宣言で

休業要請が出されて、死活問題に発展しているんです。うちもお客さんが来ていますけれ

ども、７割ぐらいしか、満杯じゃないんですね。この状態でいくと、廃業や倒産に追い込

まれるのは火を見るより明らかかなと。  

      現在、観光庁や環境省の見解は、温泉地は単なる観光地ではなく、現代社会の課題を解

決する場として温泉地が果たす役割は大変重要という認識なんですね。今まで温泉は観光

の柱として考えられてきたんですが、国の見解にもありますように、時代は現代社会の課

題を解決する場として、温泉が担う考え方の変化が求められているんですね。みなかみ町

も従来の考え方を見直す時期に来ているんじゃないかと僕は思っています。単なる観光地

ではないという言葉をしっかりと認識していただいて、新しいみなかみ町をつくり上げる

ことを考えていただきたい。  

      僕は前からちょっと、疑問ではないんですよ。うれしいなと思っているのは、全国の観

光地は観光地の名前なんですよ。例えば、この近くでいうと渋川市は伊香保温泉でしょう。

草津町は草津温泉なんですけれども、四万温泉は中之条ですよね。だけど、日本温泉１０

０選に選ばれて、今４７位なんですけれども、みなかみ町なんですよ。たしか２０１６年



R3-4（9.7）第 1号 

－51－ 

に町長は、リフレッシュ部門で１位になりましたよね。あれもみなかみ町なんですよね。

これは全国探しても、町が温泉、つまり温泉地と評価されているところはないと思うんで

すよね。 

      ですから、これは僕は新しいみなかみ町をつくるのに強い武器じゃないかと思っている

んですね。だから、温泉地というんじゃなくて、みなかみ町が、全てが温泉地だという考

え方、これは、きっと評価されているのはみなかみ１８湯がベースにあると思っているん

ですね。ですから、この考え方を持って考えていただきたい、まちづくりを考えていただ

きたいというふうに思っているんですが、いかがですか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 群馬県には結構温泉地がありますけれども、みなかみほどこんなに源泉が多

いところというのはないんだと思います。みなかみが一番多いと思うんです、群馬県の中

ではですね。 

      やはりこの貴重な資源を有効に活用して、それを経済に生かしていくというのは非常に

大切な考え方だというふうに思っています。ですから、それをうまく利用して経済が活性

化できればいいなというふうに思っています。  

議 長（山田庄一君） 窪田君、時間となりました。一言。 

（６番 窪田金嘉君登壇）  

６ 番（窪田金嘉君） 終わります。 

議 長（山田庄一君） これにて、６番窪田金嘉君の質問を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

通告順序２   ３番 鈴 木 美 香   １．不要な看板撤去費補助で、町の景観を守り、活性  

                       化を 

                     ２．街灯の増設で安心できる町づくりを  

                     ３．町境にユネスコエコパークのＰＲ看板で意識の向  

                       上を 

 

議 長（山田庄一君） 次に、３番鈴木美香君の質問を許可いたします。 

      鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） ３番鈴木美香、議長の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問をさ

せていただきます。 

      なお、本日、３つの区切りでの質問をさせていただくわけですが、全てにおいてまちづ

くりの観点から関連するものがありますので、質問が重複する場合があるかもしれません

ので、ご了承ください。 

      では、質問です。 

      みなかみ町は三国街道宿場町として、また、戦後、１９５５年頃の全電力の７８.７％

を占めていた水主火従という時代のダム建設等で、点在する温泉街、温泉宿が栄えていま
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した。時代の変遷とともに取り残された建造物が、現在町内には多く存在します。建物や

土地、塀などの廃屋、廃墟と呼ばれるものなどはほかの自治体にとっても課題となり、

様々な施策が要されています。  

      我が町では、空き家対策として解体費の助成金が予算化されています。その目的の一つ

には、放置され朽ちていく家屋を残さず、景観を守るためであると理解しています。また、

令和元年には景観条例が制定されています。まずはこのみなかみ町景観条例につきまして、

策定の経緯と概要、そして目的を簡単にご説明お願いします。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇）  

町 長（鬼頭春二君） 鈴木美香議員の質問にお答えをいたします。 

      町の景観計画は、平成２９年にユネスコエコパークへ登録されたことを受け、自然環境

の保護、保全を図りつつ人間社会と自然環境の共生を実践する地域としての役割を担い、

これまで受け継がれてきた豊かな自然環境と生活文化が共生する風景を育み、質の高いま

ちづくりの実現を目指すものでございます。  

      景観計画とは、町全体を対象に、地域景観に影響を与える建築物等の景観づくりのルー

ルに合った山岳・田園・市街地の３つのゾーンと、谷川温泉景観形成重点地区を４つに区

分し、建築物、工作物等が景観形成にふさわしいものとなるよう届出が必要となり、対象

行為を行うものであります。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

３ 番（鈴木美香君） 条例の中では、町の責務、町民の責務、事業者の責務、土地や建物の所有者

の責務、来訪者への働きかけを明記しています。また、町、町民が一体となり、水源地と

してふさわしい美しいみなかみの景観を未来へ引き継ぎ、心豊かで潤いのある暮らしを営

むためにこの条例を定めると明記されています。  

      それでは、町長が望む我が町の景観について、条例以前にみなかみ町にどのような理想、

未来像をお持ちか、お考えを、私が想像できるように町長のお言葉でお聞かせください。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 景観づくりを進めるに当たり目標とする将来像は、第２次総合計画の将来像

であります「水と森林と人を育む 利根川源流のまち みなかみ」という将来像を考えて

います。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 水と森と未来を育むみなかみ町。町長のお言葉としてだと思うんですけれど

も、一言で言うとやっぱり、私もそうなんですが、ちょっとなかなか想像ができないとい

うか、ざっくりし過ぎているのでちょっと具体的ではないのかななんて思ってはいますが、

でも、水と森と未来を育むみなかみ町、未来像にするには幾つかの課題があると思います。  

      栄枯盛衰、時代が変わり、今は高齢化や後継者不足により、ただただ事業を閉めてしま

うお店も少なくありません。そこで取り残されるのが看板です。看板、サインには様々な

種類があり、目的や形態によって屋外広告物条例や建築基準法、景観条例や都市計画、道
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路法など様々な関係法令に届出の必要なものや、設置基準が定められているものがありま

す。 

      それら屋外広告物の適正管理の意識啓発を図るために、今、まさに今なのですが、国で

は毎年９月１日から９月１０日までを屋外広告物適正化旬間と設定し、そのホームページ

には景観との調和という目的だけではなく、安全点検に係る指針を示しています。そこに

は「地方公共団体による安全性の確認・指導が重要であります」と書かれています。  

      また、群馬県では今月３０日までを屋外広告物美化キャンペーンとし、先ほどの法令の

違反広告物の是正指導がなされています。今年度、沼田土木事務所が管轄するエリア内で、

我が町においては対象になっている区間はありませんが、かつては町内では広告禁止区域

内の看板撤去という是正勧告を受けた事例もありました。県も、ホームページでは「屋外

広告物は景観の一部を形成しているという面から、美しいまちなみや良好な計画との調和

が要求されており、さらに─ここが大事なんですが─通行人等への危険防止について

も十分な配慮がなされなければなりません」としています。 

      屋外広告物、いわゆる看板など、それぞれの形態や材質、取付け方法、設置した時期な

どによって状況は異なりますが、風雨、雪害、日光等の自然環境における影響は大きく、

気づかないうちに風化による部材の腐食、緩み、亀裂等が生じます。これら金属疲労やプ

ラスチックの脆化による経年劣化などのほかに、今の建築基準に当てはまらないなどの人

的な要因など、安全を脅かすものは多くあります。怖いことですが、これらは落ちる、倒

れる、飛ぶといった事故にもつながりかねません。それらの管理不足は一瞬で信用を失い、

町のイメージも損ないかねません。安全面でリスクの高いポールや建植看板、そで看板な

どの劣化による事故が起こる前に、安心・安全のまちづくりとして撤去、除去が必要にな

ってきます。 

      町内の屋外広告物について、安全性の面での町長のお考えをお聞かせください。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 屋外広告物において、現在の町においては指導等できる条例や規則はござい

ません。群馬県において、屋外広告物条例に基づいて広告物の良好な景観形成等の維持や

公衆に対する危害の防止の２つの観点で規制を行っているというふうに聞いております。  

      その中で、群馬県が屋外広告物の設置に対して禁止物件、設置禁止区域、広告物の適用

除外、許可基準等を定めておりますので、その条例に基づいて指導を行っていくというふ

うに聞いております。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 危険な屋外広告物に関して必要なものは調査だと思います。町の安全に必要

な屋外広告物のリスクリサーチの実施についてはいかがでしょうか。古い看板だとしても、

実は地域にとって風情があって残してほしいといったものもあると聞きました。地域にと

って愛されている看板やシンボルになる看板、安全性が確認でき、観光客にとって紛らわ

しいものでなければ私は残していいと思っております。  

      ただ、現在、所有者不明、管理者、占有者が分からない看板が多く残っているのも事実
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です。みなかみ町において、屋外広告物に関して所有者への確認や安全面の指導はなされ

ているのでしょうか。もしされているのであれば、その方法、件数、その後の状況など併

せて教えていただけますか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 看板は個人の所有になりますので、町での安全性の調査等は現在行っており

ません。公共的な観点から危険性がある場合においては、その物件に対して所有者に改善

のお願いをすることはあると思います。  

      このようなことを含め、県との業務分担など、それぞれの物件において検証が必要であ

りますので、全ての広告物において安全性の調査等は現時点では行えないというふうに考

えています。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 平成２７年２月、札幌でビルの外壁に留められた看板の一部が落下し、歩行

者の頭部に当たり、重体となった事故が発生しました。国は屋外広告物の所有者に対し実

効性のある点検の実施と、老朽化による倒壊、落下のおそれのある広告物の速やかな撤去、

回収等適切な措置を講ずるよう指導することを地方公共団体に依頼するとともに、屋外広

告物の落下等の事故が発生した場合の緊急の連絡体制を構築しました。また、過去の建設

省の資料によりますと、屋外広告物許可申請提出後による事故が、申告されたものでも平

成４年から１６年の間に２７５件発生しています。 

      そのようなことを考えると、県が地方公共団体だと思うんですが、町でもやはり、先ほ

ども申したとおり一瞬で信用を失う事故につながりかねませんので、町でも指導というの

を、安全点検というものをしないといけないと思うんですが、いかがでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 先ほど言いましたように、町においては屋外広告物について指導等をできる

条例、規則、そういったものがございません。したがって、町独自でそういう規制やお願

いをするということは、今の状態では無理だということです。県において屋外広告物条例

がありますので、それに基づいて指導を行っていくというふうに考えています。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 町長としては、調査は必要あるかないかというお考えはいかがでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 私は、広告物そのものは個人の所有物ですから、個人の責任において危険で

あれば撤去していただくとか、そういうことはしていただく必要があると思います。ただ、

今の現在の町でそういったものをやるとか、そういったことはちょっと考えられません。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 調査は必要ではあるけれども、そういう状況ではないという、町ではできな

いという状況だと思います。人員や経費、時間が必要なのは十分分かっています。でも、
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町にとってやっぱり、町にとってというか町民にとって安心・安全なまちづくりの上で必

要であれば、ぜひ行っていただきたいと思います。  

      確認なんですが、古い看板、読めない看板、劣化し、撤去を必要とする柱やポールなど、

町にとって景観及びイメージを損ないかねないものというのは必要か不必要かというお答

えをお願いします。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） ちょっとよく分からなかったんですけれども、看板があるけれども字が何を

書いてあるか分からないとか読めないとか、そういった看板が必要かどうかということで。

それは町にとっては必要ないんじゃないですか。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 分かりました。ありがとうございます。  

      そのような不要広告物はやはり撤去していくべきだと私は考えております。それは路上

空間の確保も目的になってきます。昨今の都市部において電線類地中化といったように、

空をすっきりと見渡せることによる景観の改善と歩行者、通行者の安全確保といった目的

を持って進められている場所もありますが、不要看板の撤去や除去は同じ効果があると言

えるのではないでしょうか。  

      そのために、町独自の屋外広告物に関する条例制定が必要かと思われます。県内では前

橋、高崎、桐生、伊勢崎、太田、藤岡、富岡、下仁田、中之条、川場村が独自の屋外広告

物の条例を制定しています。条例を制定すれば、町主導で劣化を含め違反広告物に対して

撤去の指導ができます。今後の１０年、２０年先のみなかみ町を考えて必要だと思います

が、いかがでしょうか。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 現在は群馬県が屋外広告物の設置に対して、禁止物件とか禁止区域、広告物

の適用除外、許可基準等を定めており、それに基づいて指導を行っているというふうに聞

いています。この範囲で、現状足りているのかなという認識でいます。もしそれで足りな

い、これは町で条例をつくってもっと規制したほうがいいという声が多くなれば、それは

そのときに検討していきたいというふうに思います。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） その必要性があると思いながら、なかなか県が主導している中で町では進め

られていないというところですが、その必要の声が上がればやっぱりそういうことも検討

していくというお答えだと確認させていただいてよろしいでしょうか。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） このお話は、鈴木議員が一般質問で通告いただいて初めて知りました。ああ、

こういう状況か。ほかの町民の方からこういった指摘を言われたことも全然ありませんで

した。もし多くの町民の方がこういったことで困っているという情報があれば、それはそ

の時点で検討していきたいと思います。  
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議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） ありがとうございます。 

      現在ご商売を続けている店舗では、国から小規模事業者持続化補助金などの活用によっ

て看板の立て直しができます。その活用も、今回飲食店の方に話をしてみましたら知らな

い方が多く、もったいないなと思いました。このチャンスを周知し、新しい看板の立て直

しでお店のアピールをしていただき、本来の看板としての役目であるご案内や信用でお店

の活性化を、ひいてはコロナ終息後の観光業復活に向けた準備、町の活性化につながるよ

う促していただきたいのですが、町長はいかがお思いでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 私もそういう補助金があると知らなかったんですけれども、もしそういうふ

うな方でそういう利用希望者がいれば、それはどんどん利用してやっていただきたいとい

うふうに思います。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） ぜひ活用のほうを促していただきたいと思います。  

      閉店し存在しないお店や移転前の場所にある看板は、既に案内としての機能を失ってい

るばかりか混乱の元となり、観光客に対して不親切で悪い印象を与え続けます。やはりき

れいで安全で分かりやすい看板ほどおもてなしの気持ちが伝わり、本来の案内という機能

が発揮できるのだと思います。  

      また、先ほど町長が必要性はあると感じるとおっしゃっていただいた調査で判明する、

土台はしっかりしている看板、閉店してしまった看板に関して、みなかみ町からのおもて

なしのメッセージなどを入れていただくというのはいかがでしょうか。使われなくなった

看板に「ようこそ」とか「ここはユネスコエコパーク」とか「水源を守っています」とか

「ＭＩＮＡＫＡＭＩ ＨＥＡＲＴ」とか、言葉を公募するなどして、１つではなく様々な

すてきなメッセージが入った看板に変えていく。そこに町民参加のまちづくりとみなかみ

町のイメージアップ、そして関係人口のさらなる交流ができると思いますが、いかがでし

ょうか。 

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 今、町では必要な広告物と道路案内等は掲示しております。今回ご提案の管

理ができない広告物を町が再利用するという場合については、看板の所有権及び屋外広告

物条例に見合ったものか等の観点からも、それぞれのケースにおいて検討が必要であるん

ではないかというふうに思います。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 町として進めるのは、検討していくというのは難しいということですが、そ

れでは、地域の方に働きかけるとかご協力していただくなど方法はいくらでもあると思う

んですが、その辺はいかがでしょうか。  
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議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 町内にどれだけ看板があるかは分かりませんけれども、使われていない看板

を洗い出してそういったことに取り組むのはちょっと難しいかなというふうに……。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 町としてはやはり難しいということではありますが、民間からも私たちも投

げかけて、みなかみ町をＰＲできるような看板に変えていただくような働きかけはしてい

きたいと思っております。 

      ちょっと撤去や除去の話に戻させていただきます。  

      先ほど町長は、古い看板、読めない看板、劣化し安全性を確保できない、撤去を必要と

する柱やポール、景観を損なう屋外広告物など町には不要のものだと確認させていただき

ました。そこには撤去や除去が必要になってきます。でも、そこにはやっぱり費用がかか

ってしまいます。また、撤去に伴う業者の身元確認のために行政の介入が必要かと思いま

す。 

      先ほど申しましたが、小規模事業者持続化補助金など立替えの際は撤去費込みで助成金

が対象になりますが、残念ながら撤去のみに使える国や県の補助金が見つかりませんでし

た。全額町民負担の撤去をお願いしても、高齢者はお金をかけられません。また、相続し

た世代にも負担がかかります。放置になることは目に見えています。  

      再度お伺いします。町としても防災の観点、観光の観点として、町民のご協力をいただ

きながら安心・安全なまちづくりを進めるために、撤去費用の補助は必要な予算計上すべ

きものだと思いますが、ご見解をお願いします。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） やはり危険な広告物等は自らが回収、及び不要な場合は撤去を行うことが原

則だというふうに思います。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 自らがということなんですが、その自らがという費用が用意できない現状が

あると思います。ほかの自治体では、看板の撤去に関して補助金を出す自治体もございま

す。先延ばしにすればするほど、劣化に関しては累積していきます。課題を後回しにせず、

後世に押しつけるのではなく、行政としてもここに予算をつけることで町民と共にまちづ

くりをしていく姿勢を見せていただきたいのですが、いかがでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 看板を立てるときはご自分で立てたわけですよね。それは必要に迫られて立

てたわけです。それで、必要がないからそれを町が補助を出して撤去すると、それはちょ

っと考えが違うんだと思います。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） みなかみのきれいなまちづくりを守るためにそこに、撤去したいけれどもで
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きない、費用がどうしてもかかってしまうという中での補助金の用意をしていただければ

という、もし全て全てその補助金を用意したからといって、使い切りというようなことで

はないと思うんです。町としてもそういうことをお手伝いしますよという予算というのは

用意すべきではないのかなと思いますが、いかがでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 今は看板の話だけですけれども、看板に限らずにこういったものっていろん

なものがあるんだと思うんですね。例えば建物であったりですとか、そういったものをじ

ゃ撤去するのは、みんな町が補助金を出して撤去を手伝うんですかと。とてもじゃないけ

れどもそんなことはできないんだと思います。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） そこまではという話なんですが、空き家対策で予算は補助をつけていますよ

ね。それと同じような考えだと思うんです。どうしても住むために建てた家、それを撤去

するために、住まなくなったから空き家を撤去します、それに補助をつけますというのと

同じような考えだと思うんですが、いかがでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） いや、空き家は壊すために補助金を出しているんじゃないと思いますよ。再

利用するために補助金を出しているんですね。ですから、それを再利用してもらえるわけ

ですから、当然町にとってもメリットがあるわけですから補助金を出してもいいと思う。

ただ撤去するだけの補助というのはいかがなものかなというふうに……。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） やはり撤去の必要なもの、看板に関して、あることで新しいきれいな看板、

生きている看板が生かせない、十分その魅力を発揮できないということになると思います。

正直、きつい言葉で言うと生きている看板、死んでいる看板というのがございまして、死

んでいる看板はやはり排除というか撤去していくべきかなと私は個人的に思っており、そ

こに町の補助というのもしていただけたらなと思って一般質問させていただきました。  

      時間の関係で、２つ目の質問になります。  

      通告書では「街灯の増設で安心できる町づくりを」とさせていただきました。街灯は防

犯灯、街路灯などを総称した言葉として使わせていただきます。  

      まずは町の防犯灯設置費補助事業についてご説明ください。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 補助事業ですね。 

（「はい」の声あり） 

町 長（鬼頭春二君） 本町の防犯灯設置補助制度については、平成２６年５月にみなかみ町防犯灯

設置補助金交付要綱を定め、夜間の防犯及び歩行者等の通行の安全を図るため運用を開始

いたしました。この間、行政区において防犯灯の整備にご活用いただいておりましたが、

より利用しやすく、行政区のニーズに応えるため、平成３１年３月に要綱の一部改正を行
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い、本年度で改正から３年目を迎えたところです。  

      改正前は防犯灯の設置、または更新した経費の２分の１以内の額の補助としておりまし

て、上限額は防犯灯新規整備が３万円、防犯灯の更新が１万円の補助額でありました。こ

れらの要綱を改正して、防犯灯整備経費に対して２分の１以内の額という要件の廃止を行

い、新規の場合は４万円、更新の場合は２万円といたしました。利用しやすい補助制度と

なったことで、設置申請、設置箇所が増加をしております。令和元年度は１８件２５か所、

令和２年度は１１件３３か所と推移をしております。  

      町が把握している防犯灯の設置数は約３ ,０００基ほどであります。このうち町が設置

をしているものが約３８０か所になります。そのほかについては、行政区等が設置してい

るものと考えております。 

      議員もご承知のとおり、防犯灯は設置後電気代などの継続した費用がかかります。この

費用は各行政区の区費から支出をされております。このため、行政区の区議会などで議論

され、区の要望として提出された防犯灯の整備について、町として補助金を支出している

ところでございます。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） ２０１９年度に補助金額の増額や要件の撤廃などを改訂し、申請件数は増え

ているということですが、増えているということは必要だということです。現在、防犯灯

は行政区の管轄になっていますが、日が落ちると足元が見えなくなる間隔でしか設置され

ていない国道、県道、町道がいまだにあります。  

      現在、我が町において段差のない平らな歩道が幾つあるでしょうか。足元が見えないと

いうことは、けがや衝突の危険をはらんでいます。また、すれ違う他人の顔が見えない暗

さというのは安心とは言えません。  

      過去５年間の町民アンケートを調べてみました。５年間、「町内の道路にどのような不

便を感じていますか」という設問に、年代の差はありますが、町民の全体としてのトップ

スリーは変わりません。「道幅が狭い」「暗い」「歩道がない」です。残念ながら、既存

の道路では道路の拡幅や歩道の確保などすぐに対応できないものがありますが、この「暗

い」という町民のお答えに対して町ができることは何だと思いますか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 防犯灯の設置については推進基準があります。警視庁が示した安全・安心ま

ちづくり推進要綱によりますと、夜間において４メートル先の人の挙動、姿勢などが視認

できる程度の照度が確保できるものというふうに記されています。今後も犯罪予防のため

に防犯灯の設置は増え続けると思いますが、適正な防犯灯の設置基準に従いまして必要以

上のものは設置しない、不要なものは時々撤去し、経済性も考慮しながら理想的な防犯灯

の設置の推進を要望していただくよう各区長さんに働きかけていきたいと思っています。  

      道路事業などにおいても防犯灯や街路灯の設置を行う場合があります。議員もご承知の

こととは思いますが、防犯灯とは、安全対策として主に住宅地及びその周辺の防犯を目的

とする照明灯のことです。街路灯は、夜間における道路状況、交通状況を的確に把握する
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ために、交差点や橋などに設置する照明灯のことであります。  

      街路灯の整備は、町が工事を行う都市計画道路など大規模な道路に対してのみ設置をし

ております。一般的な町道においては、道路の改良、新設工事の際に防犯灯の設置要望が

ある場合や、電柱の移動、新設が生じるときなどに防犯灯のつけ替えが必要になるときが

あります。この際には必要に応じて工事を行っております。それには地域の行政区の区長

さんと協議を行って、設置を行っているという状況でございます。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） アンケートにあったこの「暗い」という町民のお答えに対しては、答えは単

純だと思うんです。明るくするということだと思います。町民の不便と感じているものが

暗いことだということであれば、明かりの増設が必要だと思いますが、いかがでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 防犯灯の設置は、道路等を利用する人以外への配慮も必要であります。例え

ば、田んぼの稲の生育不良を起こす光害や、明る過ぎて自宅に明かりが入り込み嫌がられ

るケースもあります。防犯灯は単に設置すればよいということではないと思います。地区

住民の合意に基づき設置することが望ましいものでありまして、補助制度も行政等が一方

的に設置場所を選定しないために創設しているところであります。  

      近年は女性や子供たちが安心して夜間の外出や往来ができるような防犯灯の整備の在り

方なども念頭に置かなければならないと認識をしております。防犯灯の設置が必要な場合、

行政区においていろいろな角度からの協議を行い、その判断により町に対して要望の提出

をお願いしていただきたいというふうに思っております。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 今年度のアンケートでは、４０代の女性から「街灯もつけてほしいです。何

年も暗い夜道のままの暮らしなので、住みやすい環境にしてください」との自由回答があ

ります。３０代から４０代の方が住みづらい状況と感じているなら、そのお子様世代も同

じように感じています。住みづらいと思わせている現状を町長はどのように感じますか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） まず、町民アンケートにご回答していただいた町民の皆様には感謝を申し上

げます。このアンケートでご回答いただいたご意見は大変貴重なご意見だというふうに思

っています。町民の皆さんの声は多種多様でありまして、様々なご意見がございますので、

行政運営の中で参考にさせていただき、検討していきたいというふうに思います。  

      繰り返しとなりますが、防犯灯につきましては、行政区においてこの場所には防犯灯が

必要なのではないかという協議がされた後に防犯灯の整備の要望が提出されてきますので、

それらの状況を見定めて精査を行い、対応をしていきたいというふうに考えております。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 住みやすくする、夜道を明るくするため明かりを増やすには幾つかの手段が
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あると思います。先ほど町長もおっしゃっていただいた区の要望というのを拾い上げて、

また、区の街灯設置を促すというのも一つだと思います。  

      この際、電気代が課題になりますが、脱炭素時代を目指すＳＤＧｓ未来都市として「エ

ネルギーをみんなに、そしてクリーンに」のゴール７の達成に向けて、実証実験としてソ

ーラー発電を使って維持費、経費を抑えていくこともできるのではないでしょうか。太陽

光発電による街灯は停電時や災害時にも対応でき、避難時の行動にも有効です。現在開発

が進み、技術的にも十分明るさが確保できる製品が多く、防犯や町民の安心のために導入

をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 町内の防犯灯の多くはＬＥＤ化が進められているというふうに認識していま

す。このことによって電気料の低減が図られておりますが、１灯増えるごとに比例して維

持管理の負担は増加をしていくことになります。  

      議員がご提案されるソーラー発電つきの防犯灯は、災害時の適応力やＣＯ２の削減とい

った地球環境に優しいものであります。この太陽光発電技術は多くの災害現場で活用され

ており、平常時においても様々な現場のほうで活用がされております。ＳＤＧｓの取組と

しても有意義なものであるというふうには思っております。  

      その反面、まだまだ各メーカーの１基当たりの価格はとても高価です。電気料はかから

ないものの、初期購入時のコストと定期的な蓄電池の交換、それから、メーカーによって

その差があるみたいですけれども、機体寿命が約５年と言われております。交換の必要が

あるため、維持管理費に多額の費用が生じてまいります。財政状況などを踏まえた中で、

災害発生時における停電対応として導入できるよう、調査研究を行っていく必要があると

考えております。 

      また、防犯対策として、平成２６年度から進めております防犯カメラの設置状況は、現

在では町内に４１か所設置をいたしました。犯罪の抑止等に大きな効果が得られています。

設置数の増加を図りながら、太陽光発電つきの導入が可能か検討していきたいというふう

に思います。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 調査研究を重ねていただけるということで受け取りました。  

      また、道路の暗さを解消、道路というか歩道の暗さを解消するため、もう一つの取組と

して、歩道に面する個人宅や店舗看板や、先ほどお話しさせていただいた使われなくなっ

た支柱を使って、しっかりと歩道を照らす光源を確保するという条件付で設置をしていた

だくことも、維持費のかからないソーラーライトであれば検討できるのではないでしょう

か。町民の皆様にご協力いただいての取組です。自分事にしていただくきっかけにもなる

のではないかと思いますが、いかが思いますか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 防犯灯は夜間の街頭において犯罪を防止すること、犯罪に気づくことなど、

目的の重要なアイテムというふうになりますが、防犯灯を設置してもほかの防犯対策を講
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じないままでは、実際の犯罪の危険に対し無防備になり、かえって危険になることもあり

ます。 

      防犯灯の設置に関しては、地域全体が安心で安全な生活が営めるよう、地域住民全員で

考え、状況に応じた理想的な設置をお願いするところでありますので、個人宅や店舗看板

のスペースに設置が必要であれば、まずは地域で話し合っていただいて、そこから要望し

ていただきたいというふうに思います。  

      異常気象による災害や多種多様な犯罪が多くなっております。ますます防災・防犯行政

の充実が求められているところであります。引き続き町民の生命、財産を守り、安全・安

心な生活を確保するための取組強化を図ってまいりますので、議員皆様にもご理解等をぜ

ひお願いいたします。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） まず区のほうで検討していただきながら、ご協力いただきながら地域の防犯

に取り組むことを町もご協力いただけるということでよろしいでしょうか。  

      ３つ目の質問です。 

      我が町はユネスコエコパーク登録から５年目を迎えています。令和３年度の町民アンケ

ートで「あなたは町がユネスコエコパークに登録されたことを知っていますか」という設

問がありますが、その結果から見て何が見えてきましたでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） みなかみユネスコエコパーク登録後の平成３０年度から、町民アンケートの

項目に、みなかみユネスコエコパーク、ＢＲについて「登録されたことは知っている」

「登録されたことと趣旨を知っている」「知らない」の設問があります。「登録されたこ

とは知っている」「登録されたことと趣旨を知っている」を集計すると、平成３０年度は

８８.７％、令和元年度８８.３％、令和２年度８８.４％、令和３年度が８８.０％で、認

知度は比較的高くなっています。  

      ただし、人と自然が共生する取組を行っている町民の割合は、平成３０年度から令和２

年度は１５％前後で、令和３年度は質問の内容を具体化したため２１％まで数値は上がっ

てきましたが、まだ低いものと感じております。  

      自然と共生する取組は、町民の皆さんはふだんから何かしら行っているものと考えます

ので、アンケートの問いかけに具体例を加えるなどして町民が自然と共生する取組を引き

出すとともに、自然との共生の啓発に努めていきたいというふうに考えております。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） そうですね。守る、広める、生かす取組においては１割から３割の方しか取

り組んでいないという結果が出ています。これは、知っているけれどもよく分からないと

いうのが顕著に表れている気がします。では、どうしたら守り、広め、生かすことができ

るのかを考えたときに、いかに自分事にできるかだと思います。  

      ＳＤＧｓ未来都市に関しても同じことが言えます。二、三年前はあまり周知されなかっ
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たこの言葉ですが、これだけ広がったのはきっかけがあったからです。これはユネスコエ

コパークやＳＤＧｓ未来都市という言葉が目に入る状況が多くなったことだと思います。

そのために、みなかみ町がユネスコエコパークに認定された町だということを町内外の皆

様に周知、認知していただくために、一つのきっかけとして、町境の県道、国道、町道沿

いにウエルカムサインの設置が有効ではないかと思います。  

      以前、登録の際にはみなかみユネスコエコパークという横断幕を様々な場所で目にしま

したが、今は車で走っていてもその横断幕を学校周辺ぐらいしか見ることがありません。

ほかに町内でユネスコエコパークの文字を掲げているところはありますでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） みなかみＢＲ登録後、エコパーク推進課において看板とかサインに関する計

画の検討は行った経緯があります。当時の考え方としては、みなかみＢＲの推進プランを

作成した上で看板、サイン計画に取り組む考えがあったため、先送りとなりました。  

      推進プランは現在、推進指針に改め、具体的な活動指針を簡潔に分かりやすく示すもの

として現在作成中です。推進指針は間もなく完成できる予定でありますので、再度ＢＲの

看板、サインに関する計画を他のＢＲの計画等を参考に、計画等を踏まえながら作成し、

設置に向けて取り組んでいきたいというふうに思っています。これ、他のＢＲの看板の設

置状況とかそういうものは……いいですか、はい。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 日本ではまだまだユネスコエコパークという言葉はメジャーではありません。

だからこそ今、可視化するべきだと思います。刷り込みが必要です。  

      今日私はバッジをつけてきたんですが、今ぱっと見る限り、ちょっと課長の胸にユネス

コエコパークのバッジがついていないななんて思いながら、ちょっと残念だななんて思っ

ておりました。 

      ユネスコエコパークという言葉、「パークにようこそ」というだけではなく、「水の

源・みなかみ町へお帰りなさい」でもいいと思うんです。シンボルメッセージによる町に

入った特別感は、住民の誇りの町として意識づけられ、進学や就職で町を離れた子供たち

に帰ってきた感が生まれます。町を訪れる観光客には特別な場所としてイメージがつき、

数多くの温泉をはじめ四季折々に体験できるアクティビティー、おいしい食事でみなかみ

町を丸ごと楽しんでいただけるようなパーク感を感じていただけるようにするのです。そ

して、共に水や自然を意識して、大切にしていただけるようにしていただきたいと思って

おります。 

      住民の皆様には、「ユネスコエコパークってそもそも何だっけ」といった会話から始ま

り、そこから認知、さらにユネスコエコパークのキャストとしての取組をしていただきた

いと思っております。みなかみ町に入った、ユネスコエコパークに入ったという特別感を

感じてもらえると、ちょっとした可視化により意識は大きく変わり得ますので、一つの目

標を提示していくきっかけにウエルカムサインの設置は有効だと思います。その推進に取

り組んでいただけるということで、実際に設置に向けてはいかがでしょうか。 
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議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 先ほどの話をさせていただきますと、推進指針の中で、看板やサインはどう

いったものを作っていくかという指針をつくりたいということで、その中で決まり次第、

設置に向けて取り組んでいきたいというふうに思っています。  

      ただ、看板とかサインはＢＲの町という第一情報の認識にしかならないというふうに思

っています。ＢＲの制度とか趣旨を理解していただくには別の方法、例えばパンフレット、

インターネットによる情報発信、研修会とか環境学習などによる啓発が必要だというふう

に思っています。 

      特に、みなかみ町の未来を担う子供たちへのみなかみＢＲを生かした環境学習会は重要

であるというわけで、ここ何年かやっておりますけれども、ＢＲやＳＤＧｓに関する事業

や体験活動の機会を通じて、みなかみ町を誇りに思い、町を愛する気持ちを育んでもらえ

るよう、力を入れて取り組んでまいりたいというふうに考えております。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 子供たちへの教育というのが本当に有効であると私も考えます。親のほうが

知らないというのはあり得ますので、子供たちから親が学習する、学ぶということは本当

に大きいことだと思います。  

      今、風の時代、変化の時代をチャンスと捉えて、このほかにも皆様には屋外広告を使っ

たアイデアがたくさんあると思います。ほかにも自治体として農業、商業、観光の共通言

語である屋外広告の有効活用を推進すべきだと思いますが、いかがでしょうか。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） 屋外広告というのはあまり、私、ここに何々がありますよとか、そういう看

板は当然、これから先何キロに何々がありますよとか、そういった屋外看板というのは必

要だと思いますけれども、ここはユネスコエコパークの町ですと、それを町の入り口に１

か所作る、それはいいかもしれない。エコパークはどういうものですよとか、そういう、

そこまでの看板というのはかえって部分的になって、例えば公園の中に設置するとかとい

うことであれば皆さんに読んでいただけるかなというふうな気がしますけれども、道路沿

いに作るとか、そういうのはちょっと考えたほうがいいんじゃないのかなという気がして

います。 

      ですから、先ほども言いましたように、ロゴマークとかいろんなものを考えて、考えら

れるところに、なるべく町民の目に触れるようなところに、効果的な、効果が出るような

場所に設置を考えていきたいなというふうに思っています。  

議 長（山田庄一君） 鈴木君。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） 美しいみなかみ町で屋外広告を乱立させようというわけではありません。私

もみなかみ町がユネスコエコパークだという場所をもうちょっと認知していただく、車で

訪れた方が通り過ぎるんじゃなくて、ここは、ああ、そういう場所なんだというのを気づ

いてもらえる、そんな広告効果をしていただけるよう、有効利用していただけたらと思っ
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て今回の一般質問をさせていただきました。  

      本日、全てまちづくりのハード面に直結するものです。本日の一般質問は全てハード面

です。繰り返しますが、新しい看板による案内は町の活気を促し、最新の情報は安心感、

信用を生み出します。町内外に住む人にとって、みなかみ町をアピールする絶好の効果を

生み出すため、まずは広告というか屋外広告物の調査が必要かと思っております。不要看

板の撤去費用の助成も必要かと私は個人的に思います。町の玄関口にウエルカムサインと

いうのを進めるという話もお伺いしました。そして、防災に強い街灯で明るいまちづくり

を私は進めていくべきだと思っております。  

      最後に、今回、課題を後回しにせず、後の世代の宿題に押しつけるのではなく、今整え

ていくのが大事だと思っております。みなかみ町で育った子供たちが帰ってきたい場所に

なっているようにしなくてはならない。私たちの責任を目に見える形にできることを期待

しております。町長、最後に一言お願いします。  

議 長（山田庄一君） 町長。 

町 長（鬼頭春二君） いろんなものを貴重な財源を使って整備していく。ですから、将来に遺恨を

残さないような形で整備していきたいと思います。やはり子供たちにこういったものを残

しておいてよかったと思われるようなものを、ぜひ行政の力でつくっていきたいというふ

うに思っています。 

議 長（山田庄一君） 鈴木君、時間となりました。 

（３番 鈴木美香君登壇）  

３ 番（鈴木美香君） これで一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。  

議 長（山田庄一君） これにて、３番鈴木美香君の質問を終わります。  

──────────────────────────────────────────── 

 

散  会  

 

議 長（山田庄一君） 以上で本日の議事日程第１号に付された案件は全て終了いたしました。  

      明日９月８日は午前９時より一般質問を再開いたします。  

      本日はこれにて散会いたします。大変ご苦労さまでした。 

 

 

（１４時４３分 散会） 
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